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北アルプス広域連合議会平成３１年２月定例会議事日程（第１号） 

平成３１年２月１３日（水） 

午 前 １ ０ 時 開 議 

大 町 市 議 会 棟 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 広域連合長あいさつ  

日程第４ 議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決 

 

報告第 １ 号 専決処分の報告について 

 専第６号 平成３０年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第４号） 

報告第 ２ 号 専決処分の報告について 

 専第７号 平成３０年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計

補正予算（第３号） 

報告第 ３ 号 専決処分の報告について 

 専第８号 平成３０年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算

（第３号） 

報告第 ４ 号 専決処分の報告について 

 専第９号 平成３０年度北アルプス広域連合老人福祉施設等 事業特別会計

補正予算（第３号） 

  

議案第 １ 号 北アルプス広域連合火災予防条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 ２ 号 北アルプス広域連合介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

議案第 ３ 号 平成３０年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第５号） 

議案第 ４ 号 平成３０年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正予算 

（第４号） 
議案第 ５ 号 平成３０年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

議案第 ６ 号 平成３０年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計補正予算 

（第２号） 
議案第 ７ 号 平成３０年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算（第４号）

議案第 ８ 号 平成３１年度北アルプス広域連合一般会計予算 

議案第 ９ 号 平成３１年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計予算 

議案第１０号 平成３１年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計予算 

議案第１１号 平成３１年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計予算 

議案第１２号 平成３１年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計予算 

議案第１３号 平成３１年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計予算 
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北アルプス広域連合議会平成３１年２月定例会議事日程（第２号） 

平成３１年２月１４日（木） 

午 前 １ ０ 時 開 議 

大 町 市 議 会 棟 

 

日程第１ 常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決 

 

議案第 １ 号 

 

議案第 ２ 号 

 

議案第 ３ 号 

議案第 ６ 号 

 

議案第 ４ 号 

議案第 ５ 号 

議案第 ７ 号 

 

議案第 ８ 号 

 

 

議案第 ９ 号 

議案第１２号 

 

議案第１０号 

議案第１１号 

議案第１３号 

 

北アルプス広域連合火災予防条例の一部を改正する条例制定について 

総務常任委員長 北澤禎二郎

北アルプス広域連合介護保険条例の一部を改正する条例制定について 

福祉常任委員長 猪股 充弘

平成３０年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第５号） 

平成３０年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計補正予算（第２号）

総務常任委員長 北澤禎二郎

平成３０年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第４号）

平成３０年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

平成３０年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算（第４号） 

福祉常任委員長 猪股 充弘

平成３１年度北アルプス広域連合一般会計予算 

総務常任委員長 北澤禎二郎

福祉常任委員長 猪股 充弘

平成３１年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計予算 

平成３１年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計予算 

総務常任委員長 北澤禎二郎

平成３１年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計予算 

平成３１年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計予算 

平成３１年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計予算 

福祉常任委員長 猪股 充弘
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出席議員名簿 

議席 氏名 議席 氏名 議席 氏名 

1 勝野 富男 7 大厩 富義 14 北澤 禎二郎 

2 高橋 正 8 那須 博天 15 津滝 俊幸 

3 佐藤 浩樹 9 和澤 忠志 16 加藤 亮輔 

4 大和 幸久 10 薄井 孝彦 17 宮澤 正廣 

5 松島 吉子 12 矢口 あかね 18 猪股 充拡 

6 二條 孝夫 13 大和田 耕一   

 
正・副連合長、広域連合出席職員名簿 

役  職 所  属 氏 名 

広域連合長 大町市長 牛越 徹 

副広域連合長 池田町長 甕 聖章 

〃 松川村長 平林 明人 

〃 白馬村長 下川 正剛 

〃 小谷村長 松本 久志 

広域連合監査委員 代表監査委員 山田 賢一 

広域連合職員 会計管理者(大町市会計管理者) 西澤 美千夫 

〃 事務局長 上野 法之 

〃 消防長 降旗 寛次 

〃 消防本部総務課長兼通信指令室長 勝野 一徳 

〃 消防本部総務課長補佐兼庶務係長 山岸 賢司 

〃 消防本部総務課長補佐兼警防係長 郷津 純治 

〃 消防本部総務課長補佐兼予防係長 山本 智通 

〃 総務課参事（広域連携担当） 小泉 寛 

〃 総務課長 傘木 徳実 

〃 総務課総務係長 西澤 喜吉 

〃 総務課企画財政係長 飯島 伸幸 

〃 総務課施設整備推進係長 鷲澤 久志 

〃 総務課エコパーク管理係長 松澤 泉 

〃 総務課長補佐兼土木振興係長 北澤 尚泰 

〃 介護福祉課長 西山 孝 

〃 介護福祉課長補佐兼介護保険係長 大塚 裕明 

〃 介護福祉課審査係長 北澤 晴美 

〃 鹿島荘所長 丸山 純生 

〃 虹の家事務長 竹本 明信 

〃 会計係長 栗林 幸夫 

〃 議会事務局(記録) 宮嶋 久美 

〃   〃 横川 拓巳 

〃 議会事務局 西澤 崇 

〃   〃 蒔苗 剛 
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北アルプス広域連合 平成３１年２月定例会会議録 

 

平成３１年 ２月１３日 

開会 午前１０時００分 

 

○議長（勝野富男君） おはようございます。ただいまから平成３１年北アルプス広域連合議会

２月定例会を開会いたします。 

本日の出席議員は、１７名であります。 

   よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

   なお、欠席、遅参等については、事務局長に報告いたさせます。 

   事務局長。 

○事務局長（上野法之君） 報告いたします。１１番平林寛也議員が所用のため本日欠席との届

出が出されております。以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 続いて、理事者等の欠席、遅参等については事務局長の報告を求めます。 

事務局長。 

○事務局長（上野法之君） 報告いたします。正副連合長、監査委員は全員出席をしております。

以上でございます。 

○議長（勝野富男君） これより、本日の会議を開きます。 

 

  日程第１「会議録署名議員の指名」 

○議長（勝野富男君） 日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、連合議会の会議規則第１０９条の規定により、議長において、１６番

加藤亮輔議員、１７番宮澤正廣議員を指名いたします。 

 

  日程第２「会期の決定」 

○議長（勝野富男君） 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

本２月定例会の会期等議会運営につきましては、去る２月６日に議会運営委員会を開催願

い、ご審議を願っておりますので、議会運営委員長に報告を求めることといたします。 

議会運営委員長。 

〔議会運営委員長（那須博天君）登壇〕 

○議会運営委員長（那須博天君） おはようございます。去る２月６日、議会運営委員会を開催

し、本２月定例会の会期日程等について審議をしておりますので、審議の概要についてご報

告いたします。 

本定例会の会期は、本日２月１３日と明日１４日の２日間であります。本定例会に付議さ

れております案件は、報告案件４件、条例案件２件、予算案件１１件の 計１７件でありま

す。各議案につきましては、委員会に付託し、委員会審査を経て委員長報告、質疑、討論を

行い、採決を行うことといたします。また、２日目の本会議終了後に、全員協議会の開催を

予定しております。議会運営委員会では、これを了承しております。審議の概要は以上であ

ります。よろしくご賛同のほどをお願いいたします。 

○議長（勝野富男君） ただいまの議会運営委員長の報告に対し、ご質疑はございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

   本定例会の会期等につきましては、議会運営委員長報告のとおり、本日２月１３日から明

日２月１４日までの２日間とし、議会運営につきましても、報告どおり決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日と明日の２日間と決定をいたしました。 

 

  日程第３ 広域連合長のあいさつ 

○議長（勝野富男君） 次に、日程第３「広域連合長のあいさつ」を受けることといたします。 

広域連合長。 

〔広域連合長（牛越徹君）登壇〕 

○広域連合長（牛越徹君） 本日、ここに広域連合議会２月定例会が開催されるにあたり、一言

ごあいさつを申し上げます。議員各位には何かとご多用の中にもかかわらず、ご参集いただ

き、厚く御礼申し上げます。 

はじめに、新年度の地方財政計画では、地方交付税を本年度より１千７２４億円増額し、

１６兆１千８０９億円としております。国税収入が増えたことを背景に７年ぶりの増となっ

ており、一般財源総額も、５千９１３億円増額の６２兆７千７２億円となり過去最高となり

ました。 

また、消費税率の引き上げに伴い、本年１０月から実施されます幼児教育無償化に係る地

方負担につきましては、初年度分は全額国費で負担することとされ、２千３４９億円の臨時

交付金が創設されることとなりました。 

先月３０日に長野財務事務所が発表した県内経済情勢によりますと、総括判断では、緩や

かに回復している、としており、また、先行きにつきましては、雇用環境の改善が続くなか

で、各種政策の効果により、回復していくことが期待されるが、海外経済の動向などを注視

する必要がある、としております。 

しかしながら、当地域におきましては、消費動向を中心になお景気回復の実感に乏しく、

一日も早く力強い回復の手応えが感じられるよう、経済情勢の早期改善を願うところでござ

います。 

県の新年度予算案につきましては、県の総合５か年計画「しあわせ信州創造プラン２．０」

に位置付けた施策を本格的に展開し、着実な推進を図るために編成したとされております。

県の計画にも盛込まれております当圏域の北アルプス地域計画にも様々な施策が予定されて

おり、広域連合としましても施策の推進に向け、圏域５市町村とともに、地域振興局をはじ

め県の諸機関との一層の連携を図ってまいります。 

広域連合の新年度予算につきましては、市町村財政担当課長会議や副市町村長会議におけ

る精査のうえ、正副連合長による協議を経て編成いたしました。 

新年度は、５か年の広域連合第４次広域計画の最終年度にあたりますことから、広域計画

における各事業のこれまでの取組み状況について、各課等における評価、検証を行い、課題
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の解決と計画の達成を図るための予算編成に努めたところでございます。 

一般会計予算は、総額１７億１４３万円余となり、一般廃棄物処理施設北アルプスエコパ

ークの建設が完了したことなどから、前年度比２６．６パーセントの大幅な減少となってお

ります。特別会計におきましては、５会計で総額７５億１６万円余を計上しており、前年度

比３．３パーセントの増加となりました。 

以下、当面する主な事業の取組み状況と新年度の主な施策の概要につきまして、順次、ご

説明申し上げます。 

はじめに、北アルプス連携自立圏について申し上げます。 

３年目となります本年度は、これまで若者交流・結婚支援、移住交流、福祉などの８分野

１９事業に取り組んでまいりました。 

若者交流・結婚支援の分野では、圏域市町村や県の若手職員で構成する北アルプスａｓｏ

ｂｉ（あそび）プロジェクトが、昨年１０月にハロウィンパーティーを、また１２月にはク

リスマスパーティーを企画、開催し、圏域内外から約１５０人の男女が参加して、和気あい

あいの雰囲気の中、出会いと交流を楽しむ機会を提供しました。 

各市町村におきましても、山岳愛好者に呼びかけるなど、地域の特色を活かした交流イベ

ントをそれぞれ開催し、若者が出会う機会の創出を図り、圏域全体として定住の促進と人口

減少の抑制につながるよう、努めているところであります。 

医療・保健分野につきましては、未就学児眼科屈折検査事業では、昨年７月から１２月ま

での間、圏域の未就学児３５９人を対象に検査を実施し、このうち約１２パーセントに当た

る４３人に精密検査を勧めております。導入した検査機器の活用により数秒間で結果が判定

できますことから、検査の効率化が図られており、今後も大北医師会等関係機関と緊密に連

携して継続して取り組むこととしております。 

この他の事業につきましても、本年度の実施状況や課題を広域連携課題別専門部会等で検

証し、今後の事業の推進に活かしていくこととしております。 

新年度におきましては、新たな子育て支援の分野で、共働き世帯の支援につながる病児保

育の実施に向けた調整を進めるとともに、福祉分野では医療・介護関係者からの相談を受け

て支援を行う、在宅医療・介護連携支援センターの運営を開始するなど、２事業を加え９分

野２１事業に取り組むこととしております。 

広域連合としましては、連携自立圏の各事業が着実かつ効果的に進みますよう、広域連携

の橋渡し役を努めてまいります。 

次に、一般廃棄物処理事業について申し上げます。 

昨年８月の北アルプスエコパークの本稼働により、３市村のごみや資源物等を処理する、

ごみ処理広域化がスタートして半年が経過しました。北アルプスエコパークでは、可燃ごみ

の搬入量が概ね施設計画に沿った水準で推移しており、順調な運営が図られております。 

また、広域連合として資源物等を取り扱う、北アルプスエコパーク、大町リサイクルパー

ク及び白馬山麓清掃センターの３施設におきましても、それぞれ受け入れ業務を円滑に実施

しております。 

今後も引き続き、３市村との連携の下、分別収集やリサイクルを進め、循環型社会の形成

に寄与するとともに、適切かつ安全な運営に努めてまいります。 

次に、消防関係について申し上げます。 
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昨年中の火災件数につきましては、前年と同数の１５件で、このうち住宅等の建物火災が

９件、２名の方が亡くなられ、１名が負傷しております。火災や地震等の災害から人的被害

の軽減を図るため、管内各地で実施しております防災訓練に多くの地域住民の皆様にご参加

いただいており、今後も引き続き地域防災力の向上に努めてまいります。 

救急出動件数は３，４９７件で、前年より１９件減少したものの、平成２５年以降連続し

て３千件を超える水準で推移しております。地域住民の救命率の向上を図るため、指導救命

士を育成して救急救命士の更なるスキルアップに努め、迅速・確実な救急活動を実施すると

ともに、ドクターヘリ、ドクターカーの効果的な活用に向けて、関係機関との協力体制を一

層強化してまいります。 

次に、介護老人保健施設「虹の家」について申し上げます。 

１月末現在、昨年４月からの施設入所者は、延べ１３，５１４人、１日平均４４．２人で、

利用率は８８．３パーセントとなっております。また、通所利用者は延べ４，５０１人、   

１日平均２１．６人で、利用率は９０．２パーセントとなりました。昨年同期と比較します

と、入所利用者は１，５１３人の減、通所利用者では５４２人の増となっております。 

今後も、利用者確保のため、地域のケアマネージャーや市町村との連携を図り、利用率の

向上につなげてまいります。 

また、例年冬期間は入所利用者が増える傾向にありますことから、利用者の健康管理やイ

ンフルエンザ等の感染症予防にも十分注意を払い、適切な施設運営に努めてまいります。 

次に、介護保険事業について申し上げます。 

介護保険事業につきましては、本年度よりスタートした第７期介護保険事業計画が、まも

なく１年を経過しようとしております。 

サービス給付等につきましては、概ね順調に推移しており、中でも、新たな重点施策とし

て位置付けられました生活支援体制の整備では、昨年１１月より北アルプス買い物サポート

事業を全国に先駆けて開始いたしました。約１００名の方からご登録いただき、現在、モデ

ル事業としての結果の検証を進めているところであります。買い物サポート事業を含め、介

護予防や日常生活の支援体制の整備を一層推進するため、国では本年度、従来の介護保険給

付とは別に、新たに保険者機能強化推進交付金を創設し、当広域連合にも交付されることと

なり、本定例会の補正予算に計上いたしております。 

地域包括ケア体制の核となります在宅医療と介護の連携につきましては、平成２８年度よ

り大北地域在宅医療推進委員会と連携し、入院及び退院時における患者の支援ルールについ

て検討を重ねてまいりましたが、このたび全面的な改定を行い、今月より運用を開始いたし

ました。また、２０２０年度より設置することが義務付けられました、医療、介護の専門職

により相談支援を行う、在宅医療・介護連携支援センターにつきましては、関係市町村と検

討を重ねた結果、北アルプス連携自立圏事業に位置付け共同により設置することとし、運営

体制の確保を図ってまいります。 

全国的に、人口減少と少子高齢化が一層本格化する中、介護サービスを取り巻く状況も急

激に変化しており、今後も、第７期介護保険事業計画に基づき、こうした社会情勢の変化に

も柔軟に対応しつつ、住民の皆様が安心して介護を受けられますよう介護保険事業の円滑な

運営に努めてまいります。 

次に、平日夜間救急医療について申し上げます。 
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小児科・内科急病センターの１月末までの利用状況は、春から秋にかけて当圏域内での感

染症の流行が少なかったことなどから、診療日数２４０日で受診者延べ３３１人、１日当り

の患者数は１．４人となっており、受診者のうち小児患者は１６６人で、全体の５０．２パ

ーセントを占めております。 

昨年末からは、当圏域内でもインフルエンザの流行がはじまり、１月には受診者が１日  

１０人にも上る日がありました。日々の受診者数は感染症の流行などにより大きく変動する

ため、引き続き当圏域の小児初期救急医療体制の維持に努めますとともに、市町村と協力し

て、広報紙等により急病センターの周知を図ってまいります。 

次に、養護老人ホーム鹿島荘関係について申し上げます。 

鹿島荘の措置入所者数は、２月１日現在、定員の５０人となっております。また、生活短

期宿泊事業につきましては、６人にご利用いただいており、引き続き圏域市町村との連携を

図り、適切な入所管理に努めてまいります。 

ひだまりの家におきましても、入所定員の９人が入所しておりますが、待機者の現況等の

把握に努め、退所時における入所者の円滑な利用調整を図ることといたします。 

鹿島荘及びひだまりの家の両施設は、いずれも入所者の高齢化が一層進んでおりますため、

寒さが残るもうしばらくの間は、室温の調節など施設の環境管理に通常以上の注意を払い、

明るい家庭的環境のもとで日常生活を営むことができますよう努めてまいります。 

以上、主な事業の取組み状況について申し上げました。今後も引き続き、圏域の発展と住

民福祉の増進に取り組んでまいりますので、議員各位並びに住民の皆様のご理解、ご協力を

賜りたいと存じます。 

本定例会にご提案申し上げます案件は、報告案件４件、条例案件２件、予算案件１１件の

合計１７件でございます。それぞれの議案につきましては、上程の際に説明いたしますので、

よろしくご審議の程お願い申し上げます。ありがとうございました。 

 

  日程第４「議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決」 

○議長（勝野富男君） 次に、日程第４「議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決」

を行います。 

   報告第１号から報告第４号までは、平成３０年人事院勧告に伴う人件費補正が主な内容で

あります。 

   この取扱いについてお諮りいたします。 

   報告第１号から報告第４号までを一括して議題とし、順次説明を受けた後、各報告につい

てそれぞれ質疑及び採決を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

   よって、そのように取り扱ってまいります。 

   報告第１号から報告第４号までの４報告について、説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました専第６号「平成３０年度北アルプス広域

連合一般会計補正予算（第４号）」から専第９号「平成３０年度北アルプス広域連合老人福祉
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施設等事業特別会計補正予算（第３号）」までにつきまして、地方自治法第１７９条第１項に

基づき、平成３０年１２月１８日付で専決処分を行いましたので、同条第３項の規定により、

承認をお願いするものでございます。 

今年度の人事院勧告に伴い、給料の平均０．２パーセントと賞与０．０５月分の増額改定

が行われ、広域連合が準拠する大町市の職員の給与条例の改正が議決されたことを受け、年

内支給を行うため、１２月１８日付けで専決補正を行ったもので、以下、特別会計も同様で

ございます。まず、報告第１号一般会計では、歳出のみの補正で予算の総額に変更はござい

ません。 

６ページの歳出をご覧ください。 

款２、項１、目１一般管理費２４万５千円の増は、節２給料、節３職員手当等、節４共済

費では人事院勧告に伴う人件費の増であり、職員５名分と節１９負担金補助及び交付金では、

派遣職員４名分でございます。款４、項１、目２ごみ処理広域化推進費５万９千円の増は、

同じく職員１名分と、派遣職員１名分でございます。款４、項１、目３廃棄物処理費９万円

の増は、同じく職員１名分と派遣職員２名分でございます。款５、項１、目１常備消防費   

２１７万４千円の増は、同じく職員９２名分でございます。款６、項１、目１土木事業費７

万円の増は、同じく職員２名分でございます。 

８ページをご覧ください。 

款８予備費２６３万８千円を減額し、財源としております。 

１０ページからは、給与費明細書でございます。 

次に、報告第２号介護老人保健施設事業特別会計では、同様に歳出のみの補正でございま

す。 

６ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１介護老人保健施設事業費３２万７千円の増は、節２給料、節３職員手当

等、節４共済費は、人事院勧告に伴う人件費の増であり、職員１２名分でございます。款２

予備費３２万７千円を減額し、財源としております。 

８ページからは、給与費明細書でございます。 

次に、報告第３号介護保険事業特別会計では、同様に歳出のみの補正でございます。 

６ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１一般管理費２１万８千円の増は、節２給料、節３職員手当等、節４共済

費は、人事院勧告に伴う人件費の増であり、職員５名分と節１９負担金補助及び交付金は、

派遣職員２名分でございます。款６予備費２１万８千円を減額し、財源としております。 

８ページからは、給与費明細書でございます。 

次に、報告第４号 老人福祉施設等事業特別会計でございますが、同様に歳出のみの補正

でございます。 

６ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１管理費２１万１千円の増、及び項２、目１ひだまりの家管理費３万５千

円の増は、いずれも節２給料、節３職員手当等、節４共済費は、人事院勧告に伴う人件費の

増で、職員１０名分でございます。款３予備費２４万６千円を減額し、財源としております。 

８ページからは、給与費明細書でございます。 

以上、報告第１号から報告第４号まで、併せてご説明申し上げましたが、ご承認を賜りま
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すようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。初めに報告第１号について、質疑はございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   お諮りいたします。 

   報告第１号を報告どおり承認することにご賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、報告第１号「平成３０年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第４号）」は、

報告どおり承認されました。 

   次に報告第２号について、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   お諮りいたします。 

   報告第２号を報告どおり承認することにご賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、報告第２号「平成３０年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補

正予算（第３号）」は、報告どおり承認されました。 

   次に報告第３号について、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   お諮りいたします。 

   報告第３号を報告どおり承認することにご賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、報告第３号「平成３０年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）」は、報告どおり承認されました。 

   次に報告第４号について、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   お諮りいたします。 

   報告第４号を報告どおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、報告第４号「平成３０年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正

予算（第３号）」は、報告どおり承認されました。 

   次に議案第１号「北アルプス広域連合火災予防条例の一部を改正する条例制定について」

を議題とし、提案理由の説明を求めます。 
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   消防長。 

〔消防長（降籏寛次君）登壇〕 

○消防長（降籏寛次君） ただいま議題となりました議案第１号「北アルプス広域連合火災予防

条例の一部を改正する条例制定について」、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の改正は、重大な消防法令違反のある特定防火対象物についての違反を公表すること

により、利用者が建物火災による危険性を事前に把握することができるものであります。こ

れにより、防火安全に対する認識を高め、火災被害の軽減化を図るとともに、防火対象物の

関係者に防火安全体制の確立を促すものであります。 

お手元に配布いたしました議案説明資料の新旧対照表をご覧ください。第５２条として、

違反防火対象物の消防用設備等の状況を公表することとし、その手続きは規則で定めるもの

でございます。本則を加えることにより、以降の条は１条ずつ繰り下がって、第５３条、第

５４条、第５５条となります。 

なお、施行日は関係者への周知及び是正の期間を設けて平成３２年４月１日としておりま

す。 

以上ご説明を申し上げましたが、ご審議のうえご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はございませんか。 

   薄井孝彦議員。 

○１０番（薄井孝彦君） 公表するということですけれども、どのような方法で公表するのか教

えていただきたいと思います。 

○議長（勝野富男君） 総務課長。 

○消防本部総務課長（勝野一徳君） 消防本部のホームページにて公表を予定しております。 

○議長（勝野富男君）  薄井孝彦議員。 

○１０番（薄井孝彦君） ホームページで公表するということは、一部の人しか見られないとい

うことになりますよね。そうすると、この改正の意味が本当に効果的なのかどうかというの

が疑問のような気がしますので、例えば、広報とかそういったもので公表するとかそういっ

たことは考えていませんでしょうか。 

○議長（勝野富男君） 総務課長。 

○消防本部総務課長（勝野一徳君） 全国の消防本部でもホームページで公表ということになっ

ておりまして、今のところ、それ以外の方法は考えておりません。 

○議長（勝野富男君） 他に。 

   大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 規則を見ますと、スプリンクラー等の設置をしていない場合に、公表す

るというような条件が入っているわけですけども、これ以外で対象になるようなものはない

のか、そういった点は検討されたのかどうか説明ください。 

○議長（勝野富男君） 総務課長。 

○消防本部総務課長（勝野一徳君） 対象となるものは、自動火災報知設備、屋内消火栓、スプ

リンクラー設備となっております。これらを設置していない防火対象物を公表するというも

のであります。 

○議長（勝野富男君） 大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） それ以外では、防火上必要な対象物というのはないという判断なのでし



̶12̶ 
 
 
 

ょうか。 

○議長（勝野富男君） 総務課長。 

○消防本部総務課長（勝野一徳君） 重大な違反ということで、３設備について公表ということ

であります。 

○議長（勝野富男君） 他に。 

   この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   ただ今、議題となっております議案第１号は、総務常任委員会に付託いたします。 

   次に議案第２号「北アルプス広域連合介護保険条例の一部を改正する条例制定について」

を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました、議案第２号「北アルプス広域連合介護

保険条例の一部を改正する条例制定について」、提案理由の説明を申し上げます。 

お手元に配布してあります、議案第２号説明資料の新旧対照表を併せてご覧ください。 

今回の改正は、介護保険制度改正に伴い更新認定に係る申請者のうち、心身の状態が安定

していると判断された方について、認定有効期間が最長２４か月から３６か月まで延長が可

能となり、認定審査会の審査件数の減少が見込まれることから、委員の定数を３０人から  

２５人とするものでございます。 

なお、これに伴い、介護保険条例施行規則の一部改正につきましても、１合議体５人で編

成する認定審査会の合議体数を６から５に改正するものであります。 

施行日は、本年４月１日からとしております。 

以上、ご説明を申し上げましたが、ご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はありませんか。 

   大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 審査年が２年から３年に延びたということで、この延長によって減少す

る対象者数は概ねどのくらいを見込んでいるのか。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   福祉課長。 

○介護福祉課長（西山孝君） 有効認定期間の延長が３６か月になった場合の影響件数ですけれ

ども、約６５０件程度あるという試算をしております。 

○議長（勝野富男君） 他に。 

   お諮りいたします。 

   この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 
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   ただ今、議題となっております議案第２号は、福祉常任委員会に付託いたします。 

   次に議案第３号「平成３０年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第５号）」を議題と

し、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第３号「平成３０年度北アルプス広

域連合 一般会計補正予算（第５号）」について、提案理由の説明を申し上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ４，８４１万５千円を減額し、

総額を２３億１，１７２万１千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの 歳入をご覧ください。款１、項１、目１市町村負担金       

４，８４１万５千円の減は、本年度における各事業費の見込み及び確定により、それぞれ減

額をするものでございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１議会費２万円の増は、議長交際費の慶弔費の実績によるもの、款２、項

１、目１一般管理費３万円の増は、連合長交際費の慶弔費の実績によるものでございます。

目３情報化推進費１，０３９万円の減は、本年度中に機器等の更新を予定しておりました、

戸籍副本データ管理システムほか、２システムの更新について、法務省からの指示により、

更新時期を翌年度に延期したことによる、委託料及びリース料の減額でございます。款４、

項１、目１葬祭場費１１０万円の減は、指定管理料の確定に伴い、節１３委託料を減額する

ものでございます。款４、項１、目２ごみ処理広域化推進費５８９万円の減は、節１２役務

費３２万円の減は、大町リサイクルパークの水道メーター付替え手数料を、大町リサイクル

施設改修工事に含めたことによるもの、節１８備品購入費５５７万円の減は、フォークリフ

トなどの車両等購入費の入札差金を減額するものでございます。款４、項１、目３廃棄物処

理費３，０１７万円の減は、節１１需用費では、光熱水費は実績によるもの、節１２役務費

は、設備法定点検確定によるもの、節１３委託料は、環境測定業務など入札差金によるもの、

節１４使用料及び賃借料では、情報機器リース料の確定により減額するものでございます。

款４、項１、目４リサイクル推進費８６万５千円の減は、節１２役務費では、火災保険料確

定によるもの。節１３委託料は、資源物運搬業務の入札差金を減額するものでございます。

款５、項１、目１常備消防費５８万円の減は、節２給料では、分限休職職員１名によるもの。

節３職員手当等は、分限休職職員１名の期末勤勉手当等の減、住居手当では賃貸居住者の増

によるものでございます。節１１需用費は、光熱水費の使用見込みによるもの。節１２役務

費は、広告料の確定によるもの。 

１２、１３ページをご覧ください。 

節１８備品購入費は、入札差金によるものでございます。款６、項１、目１土木事業費で

は、節７賃金は実績により減額し、節２５積立金において基金積立金を増額するものでござ

います。款８予備費５３万円の増は、歳入歳出の調整でございます。 

１４ページから１５ページは給与費明細書、１６ページは補正予算に伴う市町村負担金集

計表になっております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はございませんか。 
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   大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） １１ページの情報化推進費ですけれども、委託料、使用料及び賃借料が

それぞれ減額になっています。今の説明では、法務省の指示による翌年度への繰越しだとい

うような説明がありましたが、どんな理由で法務省は翌年度繰越を指示しているのか、その

理由について説明ください。 

○議長（勝野富男君） 企画財政係長。 

○企画財政係長（飯島伸幸君） お答えいたします。まず、戸籍副本データ管理システムの再構

築委託料の減についてご説明申し上げます。 

このシステムは法務省が主導しまして、平成２５年度から５市町村で構築しているシステ

ムでございます。こういった情報システムの更新は一般的には５年ごとに行われるため、  

３０年度予算において備えていたわけでございますが、法務省からの新しいシステムの更新

の指示が延期されまして、３１年度の更新となったということから、減額とさせていただい

ているところでございます。 

   続きまして、１４節にございます情報系システム機器リース料でございます。 

こちらの機器は大町市を除きます４町村と広域連合が平成２５年度から共同で構築してい

るシステムでございまして、主に財務会計ですとか、電子メールを利用するためのサーバー

等の機器でございます。 

電子機器の耐用年数は通常５年が目安とされているもので、構築から平成２９年度末で丸

５年が経過し、またリース料も満了していることから、耐用年数の目安どおりですと、３０

年度当初から新しい機器に更新とするところでございますが、実際の機器の状況等確認する

中で、経費節減等の観点から、適切な保守を受けながら少しでも機器を長く使うということ

で、３０年度におきましては、３０年度末に更新する予定ということで、リース料約３ヶ月

分を見込んでいたところでございました。 

   しかし、サーバー等の機器の状態を確認する中で、３０年度いっぱいは安定的な使用に耐

え得ることが見込まれること、また、今まで単独で運用しておりました大町市の機器も、  

３０年度末で丸７年を迎えるというような状況もございまして、担当者間で話し合いまして、

３１年度におきまして、新たに大町市も加えた５市町村と広域連合全体で機器を利用しまし

て、より効率的な管理をしていくため、３０年度予算ではリース料を減額させていただくも

のでございます。 

   続きまして、住基ネットシステム機器リース料でございます。 

   このシステムにつきましては、総務省が管轄します地方公共団体情報システム機構という

ところが主導しておりまして、こちらにつきましても、平成２５年度から５市町村で構築し

ているシステムでございます。この住基ネットにつきましても、構築から５年が経過するこ

とから、３０年度予算において機器更新の指示に備えていたわけでございますが、機構から

の更新の指示が延期されまして、３１年度の更新ということになりましたものから、減額と

させていただくものであります。以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 他に。 

   矢口あかね議員。 

○１２番（矢口あかね君） １１ページです。消防費の中の分限休職職員１名分給料と期末勤勉

手当が減額になっておりますが、この分限処分というのが、公務員で勤務実績が良くない若
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しくは心身故障のため仕事に耐えられない場合など、本人の意に反して行われる処分とあり、

休職と免職があるようですが、この方の場合、休職ということで、どういう状況の方で今後

どういう見通しなのかお聞かせください。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   庶務係長。 

○消防本部庶務係長（山岸賢司君） お答えいたします。分限休職職員については、病気療養中

により分限休職となっているものでございます。以上です。 

○議長（勝野富男君） 矢口あかね議員。 

○１２番（矢口あかね君） それはどのくらいの期間で、何が理由なのか。わかる範囲で結構な

のですが、見通しもお願いします。 

○議長（勝野富男君） 庶務係長。 

○消防本部庶務係長（山岸賢司君） 病名につきましては個人情報になりますので控えさせてい

ただきますが、昨年３月頃より発症いたしまして、それ以来、療養休暇を重ねておりました。

その後、分限休職となったものでございます。 

○議長（勝野富男君） 他に。 

お諮りいたします。 

   この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   ただ今、議題となっております議案第３号は、総務常任委員会に付託いたします。 

   次に議案第４号「平成３０年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正予

算（第４号）」を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第４号「平成３０年度北アルプス広

域連合介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第４号）」について、提案理由の説明を申し

上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ９１万７千円を減額し、総額を

２億６，３３２万７千円とするものでございます。今回の補正は、歳入では、本年度の実績

見込みに基づき、入所療養介護費収入の増、居宅介護費収入の減及び施設利用料収入の増が

主なものであり、歳出では、運営経費として必要な消耗品、賄材料費等の需用費の増が主な

内容となっております。 

８、９ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１入所療養介護費収入３３１万５千円の増は、契約入所者の実績見込みの

増加に伴い増額するものでございます。款１、項２、目１短期入所療養介護費収入２２４万

２千円の減及び目２通所リハビリテーション費収入５０８万３千円の減は、各利用者の実績

見込みによるものであり、特に通所リハビリテーション費収入では、秋季から冬季にかけて

の登録利用者の入院、体調不良やインフルエンザ等の影響により減額見込みとなったもので

ございます。項３、目１施設利用料収入４９４万５千円の増は、施設入所者及び短期入所者、
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通所者の利用者負担の実績見込みによるものであり、主に食費、居住費等に関するものでご

ざいます。項４、目１特定入所者介護サービス費収入１３６万２千円の減は、施設入所者の

うち、低所得者の食費、居住費の負担限度額に対する補足給付であり、対象者数と日数の減

によるものでございます。款４、項１、目１利子及び配当金５１万７千円の減は、基金利子

収入の見込みによる減額でございます。 

１０、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１介護老人保健施設事業費、節７賃金２４０万円の減は臨時職員の雇用実

績によるもの、節１１需用費１２５万７千円の増は、運営経費として必要な利用者の紙おむ

つ等の消耗品、賄材料費及び灯油単価高騰による燃料費の増、節１４使用料及び賃借料   

２８万９千円の増はエコキュート給湯器に係る再リース料でございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はございませんか。 

   大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 大きく３つについて質問したいと思います。１点目につきましては、臨

時職員雇用実績が２４０万円、１人分減額になっております。これに関連して、マンパワー

について質問します。職員募集に対しては応募はなかったのかどうか、これによって職員に

負荷がかかっていないのかどうか、看護師とか職種ごとに必要な人数というのは充足されて

いるのかどうか。この３点について説明ください。 

   それから大きな２番目はですね、基金の見込みについてです。基金の利子の見込みを下方

修正していますけど、その原因は何なのか説明ください。１１月補正においては大幅な基金

繰入を行っておりますけど、そのうち療養介護費収入の減少から経常費に財源充当した額と

いうのはいくら見込んでいるのか説明ください。これに応じて、年度末の基金残高はいくら

になるか説明ください。 

   大きな３番目はリハビリについてです。老健施設というのはリハビリに関して、療養費収

入における加算をどのくらいに見込んでいるのか説明ください。３０年度は理学療法士が３

名から１名減って２名となりましたが、その影響についてどのように見ているのか説明くだ

さい。以上です。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   福祉課長。 

○介護福祉課長（西山孝君） ただいまの３点のご質問に対してお答えいたします。 

   まず１点目の職員の充足の状況であります。１つとして、臨時職員の賃金の減額理由とい

うことでありますけれども、看護師の募集に対しまして、年度途中から採用があったという

ことでございます。勤務日数と勤務時間も限られているため、その分が減額となったもので

ございます。職員体制についてでありますが、医師１名、看護師５名、理学療法士２名の計

８名が医療従事者として従事をしており、それから事務長と事務員、合わせて１０名が大町

病院からの配属となっております。広域連合から派遣されている介護員９名と支援相談員２

名の１１名でありまして、臨時職員につきましては、看護師、介護員、業務員の不足分とし

て１６名、全体では全３７名体制で実施しているところでございます。このうち、１名の介

護員が３月まで療養休暇中でございまして、実際、勤務を組むうえでは余裕はありませんけ

れども、勤務表はぎりぎり組めているという状況であります。 
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   ２点目の基金の見込みということであります。この中で基金の利子見込みを下方修正して

いる原因はということでございますが、本年度当初予算における積算につきましては、前年

並みの高利の運用利息で行っておりましたため、実績の見込みによって減額補正をお願いす

るものでございます。補正予算で基金繰入を行ったということでありますけれど、ろ過機更

新工事分として５００万円を当初予算に計上してありましたが、１１月補正において、療養

介護費収入減額分として、９０３万９千円を基金から財源充当したものでございます。 

   本年度末の基金残高の見込みということでありますけれど、基金を繰入れした残高につい

ては、１億１，９３２万２千円を見込んでいるものであります。 

   ３点目のリハビリの状況ということであります。平成２９年度につきましては、理学療法

士が３名ということ、本年度につきましては２名という体制で動いておりますけれど、４月

から１２月の９ヶ月の同時期の実績で比較をしますと、昨年度につきましては、８１０万円

程度がリハビリ関連の加算として上乗せになったものであります。本年度は７５０万という

ことで、その差につきましては約６０万円が減少した結果となっております。 

   これにつきましては、新規の方の３ヶ月分のリハビリが加算の対象というようになってお

りますことから、リハのスタッフが減った分、加算対象者に集中してリハビリを行ってきた

というところでございます。説明は以上となります。 

○議長（勝野富男君） 大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 概ね説明を聞きましたが、結局、短期入所と通所リハとかの減額がかな

り大きいというのが、今のところ３０年度の実績では見受けられます。その主な原因という

のは、やはりマンパワーがぎりぎりという状態で、充足されていないというところに問題が

あるのではないかというように私は思うわけですが、新年度の予算に向けて、この辺どのよ

うな形で改善する見込みがあるのか説明いただきたいと思います。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   福祉課長。 

○介護福祉課長（西山孝君） マンパワーの充足につきましては、新年度予算に係る部分であり

ますけど、先ほど説明したとおり、３０年度では３７名体制ということでございました。来

年度につきましては、介護員１名が育児休業から復帰するということもありまして、全体的

には３８名体制となりまして、実質増員で考えているものでございます。以上であります。 

○議長（勝野富男君） 他に。 

お諮りいたします。 

   この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   ただ今、議題となっております議案第４号は、福祉常任委員会に付託いたします。 

   次に議案第５号「平成３０年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）」を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第５号「平成３０年度北アルプス広
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域連合介護保険事業特別会計補正予算（第４号）」について、提案理由の説明を申し上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額からそれぞれ、２，６０９万９千円を減額し、

総額を６９億８１２万１千円とするものでございます。今回の補正は、事業の給付見込によ

るものと、公費負担額の交付決定等によるものが主なものでございます。 

８、９ページの歳入をご覧ください。 

款１第１号被保険者の介護保険料２，１６０万円の増は、特別徴収対象者の増に伴うもの

でございます。款２、項１、目１市町村負担金４９６万３千円の減は、介護サービス給付見

込の減額に伴うもの。款４国庫支出金、款５支払基金交付金、款６県支出金など、給付の実

績見込みに基づく公費負担額の交付決定等により、それぞれ増額または減額するものでござ

いますが、款４、項２、目７保険者機能強化推進交付金１，１８０万３千円の増は、本年度

から、介護予防等に係る保険者の取組みに対する評価に基づき交付されることとなった新た

な交付金でございます。 

１０、１１ページをご覧ください。 

款８、項２、目１介護保険給付準備基金繰入金４，８１９万９千円の増は、国県等の公費

負担額の交付決定等に伴い、給付に必要な額を基金から繰入れるものでございます。款１０

諸収入では、交通事故などによる介護サービスの利用者に対しての第三者納付金の確定分で

ございます。 

次に、１２、１３ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１一般管理費３３万４千円の増は、低所得者保険料軽減に伴う介護保険シ

ステム改修委託料でございます。項３、目１介護認定審査会費８１万９千円の減の主なもの

は、審査会の開催回数減少に伴い、認定審査会委員報酬及び通信運搬費を減額するものでご

ざいます。款２保険給付費は、給付見込により１，４８０万円を減額するものでございます。 

１６、１７ページをご覧ください。 

項２介護予防サービス等諸費８００万円の減の主なものは、目３地域密着型サービス給付

費４００万円と、１８、１９ページの目７サービス計画給付費４００万円の減は、各サービ

スの給付見込によるものでございます。 

２２、２３ページをご覧ください。 

項６特定入所者介護サービス等費６８０万円の減は、サービスの給付見込によるものでご

ざいます。 

２４、２５ページをご覧ください。 

款３給付準備基金積立金１，１６１万９千円の増の主なものは、新たに交付された保険者

機能強化推進交付金の交付に伴い、第１号被保険者の保険料を基金に積み立てるものでござ

います。 

２６、２７ページをご覧ください。 

款４、項２、目２任意事業費２１５万９千円の減の主なものは、市町村に委託をして実施

しております地域支援事業費の実績見込みによるものでございます。項３、目１介護予防生

活支援サービス事業費２，４８８万円の減の主なものは、介護予防・日常生活支援総合事業

の訪問型、通所型サービス事業費の給付見込みによるものでございます。 

２８、２９ページをご覧ください。 

款５、項１、目２償還金は、地域支援事業に係る過年度県補助金償還金でございます。 
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３０ページは、市町村負担金一覧表となっております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はございませんか。 

○４番（大和幸久君） 連合長挨拶にもありました、９ページ保険者機能強化推進交付金    

１，１８０万３千円ですが、これは歳出のほうにはどのように使われているのか説明くださ

い。 

   ２点目は、昨年１１月から買い物サポート事業が始まっております。連合長挨拶では登録

者が１００名という説明がありましたけれども、実際に運用実績というのはどのくらいの数

になるのか説明ください。 

   それから１７ページ、地域密着型介護予防サービス給付費４００万円の減額ということで、

５０パーセント以上の減額となっておりますが、この減額の主な原因について、改めて説明

ください。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   介護保険係長。 

○介護保険係長（大塚裕明君） ３点いただきました順番に説明させていただきます。まず歳入

の保険者機能強化推進交付金、こちらにつきましては従来、介護予防インセンティブという

ような形で説明をされてきたものが、平成３０年度に保険者の行う、介護予防や日常生活支

援の内容を評価して、保険者ごとに機能強化交付金として新たに交付をされるもの、それの

内示に伴って補正予算をさせていただいたものであります。こちらの内容につきましては、

歳出のほうで言いますと、款４の地域支援事業費の中で款４、項１の介護予防事業から、款

４、項３の介護予防・生活支援サービス事業費までの１号被保険者の負担のする部分に充当

していくということになっております。ですので、歳入については新たな費目として受けて、

歳出については、今ご説明した費目に充当していくという内容になります。 

   ２点目でありますが、買い物サポート事業の実績ということで、本年２月までを実施期間

として行っておりますが、直近のところでは１月の利用実績について、市町村から現在報告

をいただいております。１月の利用実績として、９７名の方が登録をされておりまして、そ

の内３０名の方が利用いただいております。件数にいたしましては、５０件弱ということで、

現在の利用状況となっているところでございます。 

   最後に１７ページのところの地域密着型の介護予防事業費の４００万円の減の内訳という

ことですが、介護保険の申請をされるなかで、やはり高齢化が進んでおりまして、介護予防

の方から加齢に伴って介護のほうに移行していく方が増えております。そういった状況で、

予防のサービスから同じサービスのまま使っていても要介護１から５のほうに移行していく

方が増えたということもありまして、その分が減額となったという状況であります。以上で

す。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。 

   薄井孝彦議員。 

○１０番（薄井孝彦君） 今の大和議員の質問と関連するんですけれども、保険者機能強化推進

交付金が評価されたということですけれども、その評価された内容はどういう内容だったの

か。 

   それから、買い物サポート事業について行った結果を、先ほどの連合長の挨拶では、現在、
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分析して検討しているというふうにおっしゃられましたけれども、検討した結果、どういう

成果と問題点があったのか、それを教えてください。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   介護保険係長。 

○介護保険係長（大塚裕明君） 保険者機能強化推進交付金の評価指標といたしましては、およ

そ６０項目ほどあるのですが、大きく分けまして、保険者として介護保険事業計画を策定し

ている内容について、適正な運用とか公表が行われているかということ。また、状況として

の介護認定審査の申請の状況でありますとか、そういった実績によるもの。また、生活支援

や介護予防の取り組みの内容を評価するもの。特に地域支援事業を中心とした、医療介護連

携ですとか、そこの事業に該当する部分の指標に基づいてそれぞれの評価がされます。 

   こちらについてどういう評価なのかというのは、市町村ごとに結果したものが広域連合の

合計としてくるものですから、一概に評価の結果というのが言えないのですけれども、被保

険者１人あたりの単価で割り返しをさせていただきますと、当広域連合の平成３０年度の内

示額というのは、１名あたりおよそ５，０００円程度、県の平均よりも高い水準で交付がさ

れているのかなという状況が評価された部分かなとは考えております。 

   次に買い物サポート事業の評価につきましては、１１月から開始をしているわけですけれ

ども、４町村につきましては１２月からの開始ということで、周知の期間を始めて、実質利

用の始まったのが１月からということもありますので、現時点での評価というよりは、この

２月末までの評価を通算させていただくなかで、評価の報告を改めてしていきたいと思って

おります。以上であります。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。 

お諮りいたします。 

   この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   ただ今、議題となっております議案第５号は、福祉常任委員会に付託いたします。 

   次に議案第６号「平成３０年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計補正予

算（第２号）」を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第６号「平成３０年度北アルプス広

域連合平日夜間救急医療事業特別会計補正予算（第２号）」について、提案理由の説明を申し

上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ４２万９千円を追加し、総額を  

１，８１０万６千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１衛生使用料７７万１千円の減は、受診者数の見込みによるものでござい

ます。款４、項１、目１雑入１万６千円の減は、小児福祉医療費事務手数料の見込みによる

ものでございます。款５、項１、目１衛生費県補助金１２１万７千円の増は、県補助金の内
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示によるものでございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款２予備費４２万９千円の増は、歳入歳出の調整でございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案について、ご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただ今、議題となっております議案第６号は、総務常任委員会に付託いたします。 

次に議案第７号「平成３０年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算

（第４号）」を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第７号「平成３０年度北アルプス広

域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算（第４号）」について、提案理由の説明を申し上

げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ２５８万７千円を追加し、総額を

２億１，４２３万１千円とするものでございます。今回の補正は、実績見込みによる計数整

理が主なものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１鹿島荘負担金１７０万７千円の増は、利用者の増により生活短期宿泊事

業負担金を１１０万円、加算の増などにより老人保護措置費負担金を２９５万円増額し、鹿

島荘運営費負担金を２３４万３千円減額するものでございます。款２、項１、目１ひだまり

の家収入８８万円の増は、利用者の要介護度の重度化などにより介護保険給付費を増額する

ものでございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目２生活費８５万円の減は、節１１需用費は、実績により賄材料費を減額す

るものでございます。項２、目１ひだまりの家管理費３１万円の増は、節１１需用費におい

て灯油の高騰により燃料費を１９万円、夏の猛暑の対応などにより光熱水費を１２万円増額

するものでございます。款３予備費は、歳入歳出の調整でございます。 

１２ページは、市町村負担金の一覧表となっております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案について、ご質疑はございませんか。 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただ今、議題となっております議案第７号は、福祉常任委員会に付託いたします。 

   日程第４の途中でありますが、ここで１１時３５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時１７分 

再開 午前１１時３５分 
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○議長（勝野富男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、議案第８号「平成３１年度北アルプス広域連合一般会計予算」を議題とし、提案理

由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第８号「平成３１年度北アルプス広

域連合一般会計予算」について、提案理由の説明を申し上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額を１７億１４３万３千円とするものでござい

ます。 

４ページの歳入歳出予算事項別明細書をご覧ください。 

最下段でございますが、新年度は、前年度と比較して６億１，６７３万１千円２６．６パ

ーセントの減となっており、これは一般廃棄物処理施設建設工事の完了などによるものでご

ざいます。 

８、９ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１市町村負担金１５億７，６３０万４千円は、広域連合の経常経費、ごみ

処理事業費、常備消防費などが主なものでございます。目２他団体負担金１，４１０万円は、

北アルプス市町村会館内に事務所を有する４団体からの光熱水費等に係わる負担金をお願い

するものでございます。款２使用料及び手数料では、項２、目２、節１衛生手数料      

６，８４７万８千円が主なものであり、収入証紙販売代金、ごみ焼却手数料でございます。

款３国庫支出金、項２、目１低所得者保険料軽減負担金２，１１５万９千円、また、１０ペ

ージ１１ページの、款４県支出金、項２、目１低所得者保険料軽減負担金１，０５７万９千

円は、介護保険事業での、低所得者の保険料軽減分に対する公費負担として、本年１０月か

らの消費税率改定に伴い負担軽減の対象となる所得階層が、現在の第一段階から第三段階ま

で拡大されることをうけて、総額４，２３２万円を見込み、国がその２分の１を、県及び市

町村がそれぞれ４分の１を負担し、介護保険事業特別会計に繰り出すものでございます。款

７繰越金１，７５０万円は前年度からの繰越金であり、款８、項１、目１雑入は、節４衛生

費雑入、資源物売却収入等の４２６万４千円が主なものでございます。 

１２、１３ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１議会費６７万５千円は、定例会４回開催に伴う経費でございます。款２、

項１、目１一般管理費９，３６５万８千円は、節１報酬では監査委員、選挙管理委員会委員

などの委員報酬、節２給料および節３職員手当等では職員６名分、節１９負担金では、職員

派遣費用負担金４名分であり、その他事務の執行に係わる経費を計上しております。 

１４、１５ページをご覧ください。 

目２財産管理費４６７万円は、北アルプス市町村会館の管理運営に必要な光熱水費及び清

掃委託料などでございます。目３情報化推進費８，７１０万３千円は、情報関連のそれぞれ

のシステムを、広域連合を含む６団体で共同利用するために必要な、保守及びリース料が主

なものであり、３１年度には、戸籍副本データ管理システム、情報系システム及び住基ネッ

トシステムの機器等の更新を予定しております。 

１６、１７ページをご覧ください。 

節１９負担金補助及び交付金は、主要な機器を大町市総合情報センターで管理するための
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ハウジング経費でございます。目５企画費２２万２千円は、連携自立圏事業のうち、広域連

合が実施主体となり実施します、地域づくりに関わる講演会及び視察研修に係る経費でござ

います。目６計画策定事業費１２万８千円は、平成３１年度が、５か年の第４次広域計画の

最終年にあたるため、第５次広域計画を策定するためにかかる事務経費でございます。款３、

項１、目２障害支援区分認定審査会費１１７万２千円は、審査会運営に係る経費であり、節

１報酬では審査会委員５名分の人件費が主なものでございます。 

１８、１９ページをご覧ください。 

目３低所得者保険料軽減事業費４，２３２万円は、介護保険事業での低所得者の保険料軽

減分に対する公費負担分を、介護保険事業特別会計へ繰出すものでございます。款４、項１、

目１葬祭場費２，２５２万５千円では、節１３委託料は葬祭場指定管理委託料であり、節１

５工事請負費では、劣化しております３号炉と動物炉の燃焼設備、排気ファン等の修繕工事

でございます。目２ごみ処理広域化推進費１，１６６万円は、節１報酬では嘱託職員１名分、

節２給料から節４共済費は職員１名分の人件費、節１３委託料は職員健康診断委託料を計上

しております。目３廃棄物処理費２億７，５６２万８千円では、廃棄物の処理に要する費用

として、節２給料から節７賃金は職員１名、臨時職員３名分の人件費でございます。 

２０、２１ページをご覧ください。 

節１１需用費では、プラント薬品代、光熱水費などの施設の運営費、節１２役務費は、プ

ラント設備の法定点検手数料など設備の維持管理費を計上しております。節１３委託料は、

施設の維持管理業務、可燃ごみ受入運搬業務などの委託料。節１４使用料及び賃借料は施設

用地などの賃借料、節１９負担金補助及び交付金は、派遣職員２名分の人件費などでござい

ます。目４リサイクル推進費４，７２７万円では、資源物のリサイクルに要する費用として、

節１報酬から節７賃金は嘱託職員１名、臨時職員７名分の人件費でございます。 

２２、２３ページをご覧ください。 

節１１需用費は、光熱水費などの施設の運営費、節１３委託料では資源物受入業務などの

委託料を計上しております。項２、目１保健衛生費３，６９３万１千円は、節１３委託料で

は在宅当番医制事業と在宅歯科当番医制事業を、大北医師会と大北歯科医師会へそれぞれ委

託するものでございます。節１９負担金補助及び交付金の病院群輪番制事業運営費補助金は、

夜間、土曜日、休日の２次救急医療の診療業務をあづみ病院と大町総合病院にお願いするも

のでございます。款５、項１、目１常備消防費９億２，６６９万５千円では、節１報酬から

節４共済費は、職員９３名と嘱託職員２名分の人件費でございます。節１１需用費、消耗品

費は、新規採用職員４名分の貸与品と職員８９名分の被服貸与品、救急・救助関係消耗品、

車両関係及び事務用消耗品等でございます。 

２４、２５ページをご覧ください。 

節１３委託料は、高機能通信指令システム及び消防救急デジタル無線設備の保守点検、は

しご車の保守点検、多言語１１９番通報通訳、職員健康診断等の委託料でございます。節１

５工事請負費は、女性専用室等整備改修工事、節１８備品購入費は、高機能指令システム部

分更新と北部署の査察広報車更新が主なものでございます。節１９負担金補助及び交付金は、

消防学校入校負担金等でございます。款６土木費は３，９８０万４千円で、節２給料から節

７賃金は、職員２名分と臨時技術職員４名分の人件費でございます。 

２６、２７ページをご覧ください。 
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節２５積立金は、土木事業基金に積み立てるものでございます。款７公債費９，３４２万

５千円は、説明欄記載の事業により借り入れた、起債の元利償還に充てるものでございます。 

２８、２９ページをご覧ください。 

款８予備費１，７５０万円は、前年度と同額でございます。 

３０ページから３４ページまでは、給与費明細書、３５ページは、市町村負担金の目的別

一覧でございます。 

以上、主なものにつきましてご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案について、ご質疑はございませんか。 

大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 担当委員会の案件ですけれども、最後に広域連合長の見解を伺いたいの

で、ここで質問を２点したいと思います。 

   １点目は一般管理費の関係ですけれども、広域連合職員のプロパー化の計画については、

どの程度進捗されているのか説明いただきたいと思います。 

   ２点目は１０ページ、廃棄物処理費のうちの委託料、環境測定業務委託料１，４７５万円

余が計上されていますが、この業務の内容についてまず説明いただきたいと思います。 

   以上２点です。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   事務局長。 

○事務局長（上野法之君） お答えいたします。広域職員のプロパー化につきましては、現在の

派遣職員を段階的に減らして、増員をしていくという計画でございます。これは、一定程度

の年数をかけてやっていくという計画でございますので、一気に変えると年齢構成が集中す

ることになりかねないので、段階的にということで、来年度１名プロパー職員を増員すると

いう予定でございます。以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   エコパーク管理係長。 

○エコパーク管理係長（松澤泉君） 環境測定業務の内容につきましては、エコパークの建設に

あたり地元や周辺自治会のご理解とご協力を得るなかで、環境への影響を心配する声も多く

あったことから、広域連合では平成２８年度に地元周辺自治会の皆様のご意見をお聞きしな

がら、環境測定計画を策定し、施設の稼働に伴う環境への影響を調査することといたしまし

た。 

ごみ処理施設の運営にあたっては、周辺住民の皆様が安心して生活できることが最も重要

であることから、環境測定項目については、施設の騒音、交通の騒音、施設の振動、交通の

振動、施設の臭気、周辺の大気、気象調査、水道水源、農業用水、地下水、周辺土壌の検査

を行うものでございます。その他に、排ガス測定といたしまして、煤煙測定、ダイオキシン

測定、排ガスの全水銀の測定、ごみ質の分析、焼却灰の分析、作業環境測定の分析でござい

ます。以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） プロパー化の関係で説明がありましたけれども、年齢構成の偏り等を配

慮しながらというのはわかりますけれども、全体として充足計画というのはいつ完了する予
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定で立てられているのでしょうか。その辺が明確でないのと、やはりＰＤＣＡサイクル等で

きちんと検証して、計画的に早期に完了していくということが求められていると思うのです

が、その点についてはいかがでしょうか。 

   ２点目、先ほどの環境測定業務ですけれども、この肝心なところはやはり、ごみ焼却場建

設前の測定値と運転以降の測定値、この比較等をきちんとしながら住民に説明の機会を設け

るということが大切だと思いますが、その点についてはこの業務委託料の中でも、建設前の

データとの比較等についてはやられるのかどうか確認します。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   事務局長。 

○事務局長（上野法之君） プロパー化職員の年次計画でございますけれども、現在、派遣職員

はおよそ３年周期となっておりますので、そういった周期等も合わせながら６年程度をかけ

て、２名ほどはプロパー化に移行していきたいというように考えております。実際には異動

等、他の自治体との関係もありますので、ここで年数を何年とはっきり申し上げることはで

きないことは、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   エコパーク管理係長。 

○エコパーク管理係長（松澤泉君） ごみ焼却施設の運営にあたっては、周辺住民の皆様の安心

が最も重要であることから、地元周辺自治会の方々と調整して説明会を予定しております。 

   またその他に、回覧文書による周知、ホームページで周知してまいりたいと思います。な

お、説明会の時期につきましては、測定結果が来月の下旬に予定されているということから、

４月中旬以降に地元住民の方々への説明は予定しておりますとともに、広域連合議会におき

ましても、５月の定例会において説明させていただきたいと思います。以上です。 

○議長（勝野富男君） 大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） プロパー化については、概ね６年を目途に完了していくというような答

弁がありました。やはり生え抜きの職員でモチベーションを高めながら、広域連合の業務を

より質の高いものにしていくという点はプロパー化と、プロパー化から出た職員が事務局長

を務めるというようなプロセスというのは、非常に大事だと思います。そういった点で、広

域連合長の指導性というものは非常に重要かと思いますが、改めて連合長、管理者としてそ

の辺の考えを聞かせていただきたいと思います。 

   エコパークにつきましては、今までも指摘しておりますが、水源の近くにごみ焼却場を建

設すること自体が私は問題と指摘をしてきました。しかし、残念ながら建設され、運用され

ているわけですので、住民が心配する安全性については、広域連合長、理事者としての責任

をもって、率先して安全等の説明を真摯に行っていく必要があるかと思います。また、職員

に対してもそういった指導管理していく必要があるかと思います。 

以上２点について、理事者としての見解を改めて伺っておきたいと思います。 

○議長（勝野富男君） 連合長。 

○広域連合長（牛越徹君） ２点についてご質問いただきました。概ね、それぞれ担当課長、事

務局長からご説明申し上げたとおりでございますが、まず１点目の広域連合職員のプロパー

化につきましては、これまでも年次計画的に１人ないし２人ずつ正規職員に振り替えてきた

のはご案内のとおりでございます。３１年度のおきましても、新年度予算で１人新たにプロ
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パー職員を採用する予定で計上しております。そうした中で、いわゆる幹部職員への登用も

含め、各職位にどのような職員を登用していくか、これはそれぞれ職員の勤務年数、経験、

様々な要素が絡んでまいりますし、また一方で、職員を求める職につきましても、一定の専

門的な経験を必要とする、そういった観点からすれば答弁申し上げましたとおり、年次計画

的にある程度の時間をかけて順次切り替えていく、一斉に切り替えていくというのはなかな

か難しいということはご案内のとおりでございます。 

そうした中で、いま事務局長から６年を１つの目安にということであります。そうしたこ

とから、今後も職位のバランスを取りながら、必要に応じて派遣職員を継続しながら、きち

んと将来的には事務局職員のプロパー化を実現してまいりたい、そのためにはやはり、議員

のご指摘にもありましたように、様々な経験をいただく、それによって職務を担う必要な資

質を高めていく、それが大事だと思いますし、また、全てプロパー職員だけで担っていける

体制になるかどうかというのは、特に専門的な職種については、場合によっては構成５市町

村からの派遣を求めるということも織り込んでいく必要があろうかとも考えております。い

ずれにしても働きがいのある職場づくりは１番大事なことでありますし、それによって安定

的な広域連合の業務、事務を進める上でも不可欠というように考えるところでございます。 

   ２点目の一般廃棄物処理施設北アルプスエコパークにつきましては、もちろん賛否両論が

あったことではありますが、議会のご承認をいただきこのような形になり、昨年８月から本

稼働に切り替えたところでございます。候補地がいわゆる建設地と決まった以降につきまし

ては、詳細なそれまでの生活環境に有する様々なデータを集積しております。 

   新しく稼働を始めた後の比較につきましては、当然、分析いたしますし、それを地域住民

の皆様との、これは確か協定をすでに結んでございますが、そうした協定に基づいてきちん

と説明する、そうした責任は広域連合が負っております。そうした中で、しっかりした説明

を申し上げ、そして生活環境に大きな影響がないということについても、ご理解いただくよ

うな手立てを考えてまいります。以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。 

お諮りいたします。 

   この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   ただ今、議題となっております議案第８号は、各常任委員会に付託いたします。 

   次に議案第９号「平成３１年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計予算」

を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただ今議題となりました、議案第９号「平成３１年度北アルプス広

域連合ふるさと市町村圏事業特別会計予算」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額を７５９万８千円とするものでございます。 

４ページの歳入歳出予算事項別明細書の最下段をご覧ください。 

新年度予算は、前年度比３１７万２千円、７１．７パーセントの増となっております。増
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額の主な要因は、ふるさと市町村圏基金のうち、５年の定期預金で運用しているものが満期

を迎えることによるものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１利子及び配当金５５４万６千円は、ふるさと市町村圏基金の利子収入で、

増額の要因は、満期を迎える定期預金の利子によるものでございます。款２繰越金２０５万

２千円は、前年度からの繰越金でございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１活動事業費２５２万６千円は、節１１需用費の印刷製本費では、広域連

合広報紙「北アルプス遊・交・学」年２回の発行経費でございます。節１９負担金補助及び

交付金は、ふるさと市町村圏事業補助金として、各市町村の地域振興イベント実行委員会等

への活動補助を行うものでございます。款２予備費では、５０７万２千円を計上しておりま

す。予算規模に対し予備費が多くなっておりますが、３１年度に満期を迎える基金利子収入

を、３２年度以降の事業に備えておくためのものでございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案について、ご質疑はございませんか。 

   矢口あかね議員。 

○１２番（矢口あかね君） この事業ですが、平成４年頃から元手が１０億という金額で始まっ

た事業とお聞きしております。運用益でやっていくということだったようですけれども、こ

このところ広報紙と各自治体の夏祭り、そちらでの支出となっておりますが、現在の基金残

高と今後の方向性をお聞かせください。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   企画財政係長。 

○企画財政係長（飯島伸幸君） お答えいたします。ふるさと基金の残高でございますが、５億

４，６４０万円でございます。かつて基金の創設当時は１０億円という基金がございまして、

当時は利率もよかったということもございまして、様々なイベントの実施ですとか、幅広い

事業を展開できたわけでございますが、取崩し等ございまして、基金の残高、利率等も少な

くなっているということで、現在のところこのような事業内容となっているところでござい

ます。 

   今後につきましては、さらに低金利等が進むことが予想されることから、市町村の方々と

３１年度話し合う中で、基金の運用、事業の内容等についても話し合いをもって決めていき

たいと考えております。以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 他に。 

この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

   ただ今、議題となっております議案第９号は、総務常任委員会に付託いたします。 

   次に議案第１０号「平成３１年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計予算」

を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 
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〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第１０号「平成３１年度北アルプス

広域連合介護老人保健施設事業特別会計予算」について、提案理由の説明を申し上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額を２億７，７６３万８千円とするものでござ

います。 

４ページの歳入歳出予算の事項別明細書をご覧ください。 

最下段、新年度予算額は、前年度比１，５９６万円、６．１パーセントの増となっており

ます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１入所療養介護費収入１億２，６５１万１千円は、施設入所の保険給付で、

平均介護度３．０、年間１万５，０００人、１日当たり４１．１人を見込でおります。項２、

目１短期入所療養介護費収入２，１０２万３千円は、短期入所による保険給付で、短期入所

と予防短期入所を合わせ、年間２，３３８人 １日当たり６．４人を見込でおります。目２、

通所リハビリテーション費収入４，９１１万３千円は、通所リハビリと予防通所リハビリ利

用者の保険給付で、営業日数は年間２５０日、利用者は合わせて５，２００人、１日当たり

２０．８人を見込んでおります。項３、目１施設利用料収入４，８６４万３千円は、各サー

ビスでの利用者負担金で、介護保険の自己負担分と食費、居住費、日用品代等でございます。

項４、目１特定入所者介護サービス費収入７６３万４千円は、低所得の施設利用者への食費、

居住費の負担限度額に対する補足給付費でございます。款２、項１、目１繰越金４００万円

は、前年度繰越金でございます。 

１０ページ、１１ページをご覧ください。款６、項１、目１虹の家事業基金繰入金は、   

１，９９７万円であり、虹の家は開所以来２２年が経過しており、経年劣化等による老朽化

が目立つことから、新年度におきまして、施設の大規模改修計画策定の業務委託料、送迎用

車両２台、電動ベッド１台の備品購入費に充当するものと、療養介護費収入の不足分を繰り

入れるものでございます。 

１２ページ、１３ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１介護老人保健施設事業費は２億７，３６３万８千円となっております。

節２給料から節４共済費は職員１２名分の人件費でございます。前年度と変更している内容

は、臨時職員につきましては、新年度から運営を委託しております市立大町総合病院の採用

に変更し、臨時職員１７名分に係る人件費につきましては、賃金から施設運営委託料に付替

えて計上しております。節１１需用費は、施設の運営に係る消耗品費、燃料、光熱水費、施

設の設備や備品等に係る修繕料、賄材料費など、節１２役務費は、電話料等の通信運搬費、

手数料、保険料でございます。節１３委託料では、市立大町総合病院への施設運営委託料  

１億３９９万３千円と給食提供委託１，８６５万２千円などで、施設運営委託では、医師１

名、看護師５名、理学療法士２名、事務長と事務員の２名分及び、先ほどご説明いたしまし

た臨時職員の看護師４名、介護補助員１２名、業務員１名に係る人件費などでございます。

また、施設や設備機器等が老朽化してきていることから、施設の大規模改修計画策定の業務

委託料１８０万３千円でございます。節１８備品購入費６２２万３千円は、通所サービスに

必要な送迎車両が老朽化していることから安全かつ確実な運行を図るため古い車両から計画

的に２台を更新するための経費５８０万円と電動ベッド１台分でございます。 
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１４ページ、１５ページをご覧ください。 

款２予備費は、４００万円でございます。１６ページからは給与費明細書となっておりま

す。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はございませんか。 

   大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 大きく６点について質問したいと思います。１点目は３１年度新しい予

算の中で、３０年度と比較して利用率はどのくらい見込んでいるのか。入所、短期入所、通

所リハビリ、それぞれで説明をいただきたいと思います。 

   ２点目はマンパワーについてです。補正でも伺いましたけど、新年度にあたって大町病院

からの採用になるという説明がありましたけど、医療従事者と広域連合からの派遣職員の、

必要な職員の充足はされているのかどうか、この点についてまず伺いたいと思います。特に

リハビリに関しては、理学療法士の配属というのはどうなっているのか、加えて説明くださ

い。 

   ３点目は基金の状況についてです。３１年度は基金の取り崩しをしておりますけど、その

額をいくら見込んでいるのか、３１年度末の基金残高をいくら見込んでいるのか説明くださ

い。 

   ４点目は業務改善委員会についてです。本年度の予算作成にあたって、業務改善委員会で

検討されたような事項がどのように反映されているのか説明ください。 

先ほどの説明でも大規模改修を予定しているという内容ですけども、想定される改修とい

うのは具体的にどんな改修が必要となるのか説明いただきたいと思います。 

   最後６点目ですけども、虹の家の職員に関して大町病院は、現在、職員の賃金カットをし

ております。これに準ずる組織であるということで、虹の家の職員も賃金カットするのかど

うか説明いただきたいと思います。 

○議長（勝野富男君） ６点について。 

   介護福祉課長。 

○介護福祉課長（西山孝君） ただいまのご質問にお答えいたします。まず１点目の療養介護費

収入のサービスごとの利用率の見込みでございます。入所、短期入所含めて、入所関係です

と、本年度の見込みとすると８９．６パーセント、９０パーセントを切る状況であります。

３１年度見込んでいるのは９５パーセントということで、プラス５．４パーセント増を見込

んでいるものでございます。通所リハビリにつきましては、本年度８７．５パーセントを  

３１年度は８６．７パーセントということで見込んでいるものであります。 

   ２点目のマンパワーの充足でありますけれども、先ほどの議案第４号の答弁と重複いたし

ますけれど、いずれにしても３１年度につきましては、臨時職員まで含めて全部で３８名体

制を予算に見込んでいるものであります。実質的な１名増ということであります。理学療法

士のお尋ねでありますけれど、現在の２名体制を維持していますけれど、リハビリ関連の加

算の要件などを見極めながら、大町病院との調整も課題と考えるところであります。 

   ３点目の基金の状況でありますけれども、基金繰入金のうち経常費ということで、療養介

護費収入の減少に伴うものにつきましては、１，１８３万５千円であります。この結果、基

金残高については、９，９３５万２千円となる見込みであります。 
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   ４点目の業務改善委員会に関してですが、３１年度予算編成にあたって、反映された事項

は何かということでありますけれども、業務改善委員会において検討事項のなかで反映され

た主なものといたしましては、臨時職員の雇用につきまして、委託料に含めて大町病院の採

用となるものということでございます。 

   ５点目の大規模改修についてのご質問でありますけれども、どのような改修が想定されて

いるかということなのですが、現在、建築基準法に基づく定期検査などで指摘されている部

分につきましては、昇降機エレベーターの既存の不適格部分、消防法では防火シャッターの

安全装置の不適合と非常灯の交換など数多くありまして、建設から２２年が経過していると

いう状況もございまして、利用者の安全確保と施設の機能維持のための改修を想定して、基

本設計と同内容で３１年度予算では委託料を計上しているものであります。 

   ６点目の大町病院と同等の賃金カットはどうかということでございますけれども、この点

につきまして、広域連合派遣職員に関しては賃金カットしておりません。振替休日につきま

しては、大町病院と同内容で進めているところであります。以上です。 

○議長（勝野富男君） よろしいですか。 

   大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 職種ごとの利用率ですけれども、特に入所の関係は９５パーセントの利

用率としているわけですけれども、現在の１名プラスの３８名体制で本当に可能なのかどう

か。２点目のマンパワーとの関連で、やはり大町病院の協力も得ながら、必要な人員という

のはきちんと確保しないと、９５パーセントの利用率というのは維持できないのではないか

というように思いますけど、この点について確実な保証が得られるのかどうか、再度答弁い

ただきたいと思います。 

   基金の状況ですけれども、基本的に基金をかなり取り崩してきているわけです。それに加

えて、建物大規模改修にも必要になってきているわけでして、最終的にこの虹の家の建て替

えというときには、基金があてにならないという状況が想定されるわけですけれども、そう

いった時点においてはどのような対応を考えているのか説明ください。 

   業務改善委員会についてです。この資料を読ませていただきますと、県の監査が入ってお

ります。この県の監査の結果というのはどうなっているのか説明ください。２点目は介護医

療院について検討されているようですけれども、この介護医療院というのは、今後どのよう

な扱いにしていくのか説明いただきたいと思います。 

   大規模改修につきましては、エレベーターと防火シャッター、この改修と全面的な改修と

の関連をどう考えているのか。当面のエレベーター、防火シャッター等の改修については、

法律的な経費節減という視点では、どのような検討がされているのか説明いただきたいと思

います。 

   それから虹の家の職員で、一部は賃金カットされないけれども一部は賃金カットがある。

同じ働く職場でそういった格差があるというのは、非常に大きな問題になるかと思います。

基本的に私は賃金カットしない方向で解消する必要があると思っていますけれども、その点

については広域連合長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   介護福祉課長。 

○介護福祉課長（西山孝君） １点目の入所の利用率とマンパワーの関連の部分でありますけれ
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ども、平成２７年度のときには９３．５パーセント、２８年度が９４パーセントということ

で、９５パーセントを切っている状況でした。同じマンパワーでも２９年度では、９８．１

パーセントということで、９５パーセントを越えている状況もございます。確定的なことは

申し上げられないわけでありますけれども、基本的には最低でも９５パーセントは達成する

という目標でやっているところでございますし、９８パーセントまで増えることが療養介護

費収入の増にもつながるということで、現在は３８名体制で見込んでいるところでございま

す。 

   ２点目の基金でありますけれども、枯渇した場合の状況についてはどうするかということ

ですけれども、これについては、これからの検討段階でございまして、大規模改修も含めま

して、現段階では事業について利用率を向上させることも含めてスタッフ一同で頑張ってい

きたいというところであります。 

   県の指導監査の結果ということでありますけれども、この中身につきましては細かく何点

かあるのですが、過誤調整として適正な介護報酬の請求が出されなかった部分につきまして

は、影響額では１５万円ほどございました。介護医療院の検討につきましては、厚労省の通

知のなかで示されている部分でありますけれども、広域連合とすれば介護医療院を開設する

者には成り得ないという状況であります。私からは以上です。 

○議長（勝野富男君） 連合長。 

○広域連合長（牛越徹君） 市立大町総合病院の職員の給与カットに関連して、この虹の家の職

員はどうなるのかというご質問でございます。 

   まず広域連合の職員、いわゆる直営で配置して業務に従事する職員につきましては、広域

連合の職員でありますから給与カットという影響は及びません。また委託によって大町病院

からの職員が配置されます。これにつきましては大町病院の職員としての給与等の勤務条件

が適用されますので、大町病院において決定された給与カットは及びます。もちろんそうし

た１つの職場にそれぞれ職員の身分の違う者が業務を共同で行うという点については、議員

ご指摘のような懸念はありますが 、そうした懸念が実際の問題として発生しないようには

気を付けて参らなければならないと考えております。以上です。 

○議長（勝野富男君） 大和幸久議員。 

○４番（大和幸久君） 県の監査の結果の説明がありましたけれども、１５万円程度という説明

がありました。これは単年度で問題が指摘されているわけでして、過去のものに振り替える

と、総額では２５２万円という大きな額になります。たまたまこれは県がペナルティの対象

としていなかったので免れているという状況であります。極めて重大な事態かと思いますけ

れども、この原因についてなぜこういったことが起きたのか改めて説明いただきたいと思い

ます。 

   介護医療院については、チャンスがあったのにこれを逃しているのであれば、次のチャン

スというのはいつになるのか、その逃した理由と次期介護医療院の資格を取る年度はいつに

なるのか、改めて説明いただきたいと思います。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   介護福祉課長。 

○介護福祉課長（西山孝君） ご指摘の１点目でありますけれども、県の指導監査において指摘

された事項であります。議員ご指摘のとおり、大変重要な問題というように捉えております。
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影響額で言うと、先ほどご指摘のあったとおり７５０万円程度は介護費報酬の返上があり得

たということであります。 

原因はたくさんあるわけですが、１つには、リハビリの行った時間が法改正前の２０分で

リハビリを行っていたものが、実際には４０分行っていなければいけなかったという部分が

ありました。それから、通所リハビリのなかで、常勤換算で１名いなければいけないという

部分なのですが、それが実際には１階で行われている通所リハに２人いるときもあるし、逆

に２階の入所のところに２人が上がってしまったという状況がありまして、県の指導監査の

なかでは、その部分が指摘されました。問題としては大きな部分でありますが、職員、スタ

ッフのサービスの資質、それから内容の向上というものを目指しながら、介護報酬の加算の

要件というものを必ず確認させていただいて、それを取ることが増収につながるということ

もありますので、法改正に伴ったマニュアル等の見直し、検討などにつきましては、チーム

会、スタッフなどで共有しながら強化していきたいという考えであります。 

介護医療院につきましては、検討段階で、先ほど申し上げたとおり、開設者に成り得ない

という部分でありますけれども、通知の中では、３０年３月末までに介護老人保健施設を介

護医療院に転換するという条件があれば、成り得たという部分であります。検討項目のなか

で、改めて昨年度の夏頃の検討が始まったわけでして、それ以前までのところに、改正部分

について注視してこなかったという、私どもの把握不足も事実かと思います。説明は以上と

なります。 

○議長（勝野富男君） 他にございますか。 

   お諮りいたします。 

この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

   よって、質疑を終結いたします。 

   ただ今、議題となっております議案第１０号は、福祉常任委員会に付託いたします。 

   ここで日程第４の途中でありますが、１時３０分まで昼食のため休憩といたします。 

 

休憩 午後１２時２４分 

再開 午後 １時３０分 

 

 

○議長（勝野富男君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

   次に、議案第１１号「平成３１年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計予算」を議

題とし、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第１１号「平成３１年度北アルプス

広域連合介護保険事業特別会計予算」について、提案理由の説明を申し上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額を６９億９，５４７万３千円とするものでご

ざいます。 
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４ページの歳入歳出予算事項別明細書、最下段をご覧ください。 

新年度は、前年度比で２億２，２９３万５千円、３．３パーセントの増となっております。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１第１号被保険者保険料１３億８，１３１万１千円は、６５歳以上の方   

２万１，０３８人分の保険料で、所得階層区分ごとに説明欄のように見込んでおります。節

１現年度分特別徴収は、年金年額が１８万円以上の年金受給者からの天引きにより納めてい

ただく保険料で、節２現年度分普通徴収は、年金の年額が１８万円未満の方や年度途中で  

６５歳に到達をされる方などで、納付書や口座振替等によって納めていただく保険料でござ

います。節３滞納繰越分は、収納率を７．３パーセントと見込んでおります。款２、項１、

目１市町村負担金１０億１，７８９万８千円は、前年度比１．２パーセントの増となってお

ります。款４国庫支出金以下、１０ページ、１１ページの款６県支出金、項１、目１介護給

付費負担金までは、保険給付に伴う法定負担分であり、それぞれ説明欄に記載の割合となっ

ております。なお、款４、項２、目７保険者機能強化推進交付金１，１６５万円は、自立支

援・重度化防止等の取組を支援するため、平成３０年度新たに創設されたものでございます。 

１２ページ、１３ページをご覧ください。 

項２、目１介護保険事業費補助金１２７万７千円は、利用者負担軽減対策費に対する補助

金、目２地域支援事業交付金７１９万１千円は介護予防事業に係るもの、目３地域支援事業

交付金３，５９５万９千円は、地域包括支援センターの運営及び任意事業に係るもの、目５

地域支援事業費交付金２，３０４万３千円は、介護予防・日常生活支援総合事業に係るもの

でございます。款８繰入金のうち項１一般会計繰入金４，２３２万円は、低所得者保険料軽

減分を一般会計から繰入れるものであり、議案第８号一般会計予算で説明したとおり、１０

月からの消費税率改定により軽減対象者の拡大を予定しております。項２、目１介護保険給

付準備基金繰入金は、５，５０６万９千円を繰入れるものでございます。 

１６ページ、１７ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１一般管理費８，２７７万５千円は、職員５名分の人件費のほか、節１３

委託料は介護保険ソフト保守委託料及び介護保険業務委託料などの事務の執行に係る経費、

節１９負担金補助及び交付金は、職員派遣費用負担金２名分などでございます。項２、目１

賦課徴収費５００万４千円は、賦課徴収に係る印刷製本費、通信運搬費は、納付書等の郵送

料などでございます。 

１８ページ、１９ページをご覧ください。 

項３、目１介護認定審査会費１，４９６万９千円のうち、節１報酬１，００６万円は、認

定審査会の委員報酬、節７賃金１６２万２千円は、審査会運営に係る臨時職員１名分の賃金

でございます。目２認定調査等費３，４０７万１千円の主なものは、節７賃金１，３１６万

６千円は、認定調査員６名分、節１２、役務費の手数料１，７９６万７千円は、認定審査に

係る主治医意見書作成手数料４，０００件分などでございます。項４、目１趣旨普及費   

１３７万９千円の主なものは、節１１印刷製本費で年３回発行の広報紙「井戸端かいご」発

行等に係るものでございます。 

２０ページ、２１ページをご覧ください。 

項５、目１計画策定委員会費４５万４千円は、節１報酬では、介護保険事業計画策定委員

報酬などのほか、節１１印刷製本費では、高齢者実態調査に係る調査票等の印刷費でござい
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ます。項６、目１特別対策事業費１，６８７万４千円は、利用者負担軽減のための経費であ

り、主なものは節１９負担金補助及び交付金の社会福祉法人等が行う利用者負担軽減補助金

などでございます。款２保険給付費では、国が本年度に消費税増税分の介護報酬増額改定を

行う給付費の増額分を見込んでの予算計上としております。款２、項１介護サービス等諸費

は、要介護１から５に認定された方の利用に対する給付で５８億４，５４２万３千円と前年

度比３．６パーセントの増となっております。目１居宅介護サービス給付費２１億９，４５

７万１千円は、主に在宅で利用する介護サービスに係る給付で前年度比５．１パーセントの

増となっております。 

２２ページ、２３ページをご覧ください。 

目３地域密着型介護サービス給付費９億４，０３２万９千円は、前年度比２．７パーセン

トの増となっています。目５施設介護サービス給付費２３億９，７１６万１千円は、特別養

護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設の利用に対する給付で、前年度比２パーセン

トの増となっております。 

２６ページ、２７ページをご覧ください。 

項２介護予防サービス等諸費１億３，９４３万５千円は、前年度比１．３パーセントの増

となっており、主なものは、目１介護予防サービス給付費９，２６３万９千円であり、前年

度比２．１パーセントの増となっております。 

２８ページ、２９ページをご覧ください。 

目３、地域密着型介護予防サービス給付費７７７万３千円は、前年度比８．４パーセント

の増を見込んでおります。 

３２ページ、３３ページをご覧ください。 

項４高額介護サービス等費１億２，１１２万１千円は、介護サービス利用時の自己負担額

が一定の負担限度額を超えた額について給付するものでございます。 

３４ページ、３５ページをご覧ください。 

項６特定入所者介護サービス等費２億５，７４９万７千円は、低所得の施設利用者の食費

及び居住費に対する補足給付でございます。 

３６ページ、３７ページをご覧ください。 

款３、項１、目１給付準備基金積立金１，２２１万９千円は、基金利子と保険者機能強化

推進交付金の交付に伴い、保険給付へ充当した減額相当分の保険料を基金に積み立てるもの

でございます。 

３８ページ、３９ページをご覧ください。 

款４地域支援事業費４億２，８６４万５千円は、介護予防・日常生活支援総合事業の開始

３年目となり、前年度比５．４パーセントの増となっております。項１、目１介護予防事業

費４，７００万円は、関係市町村に介護予防事業を事務委託しており、前年度比０．５パー

セントの増となっております。項２、目１包括的支援事業・任意事業費１億１，５７７万円

は、介護予防事業及び包括的支援事業・任意事業を関係市町村への委託等により実施するも

ので、前年度比０．１パーセントの増となっております。項２、目２任意事業費       

１，１３５万４千円は、介護サービス相談員事業、給付適正化事業等を実施するものでござ

います。 

４０ページ、４１ページをご覧ください。 
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項２、目３包括的支援社会保障充実分事業、５，９９８万円は、北アルプス連携自立圏協

約を活用した認知症初期集中支援チーム事業、生活支援体制整備事業、在宅医療介護連携等

に係る事業を関係市町村への委託等により実施するものでございます。項３、目１介護予防・

生活支援サービス事業費１億６，６６９万２千円は、総合事業の訪問・通所サービス費等で

あり、前年度比２．１パーセントの減となっております。 

４４ページ、４５ページをご覧ください。 

項６、目１生活支援体制整備費１，０５１万８千円は、新たに創設された保険者機能強化

推進交付金を主な財源とし、自立支援・重度化防止等を目的とした事業を市町村に委託する

ものでございます。 

４６ページからは給与費明細書、５１ページは市町村負担金一覧表となっております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はございませんか。 

   薄井孝彦議員。 

○１０番（薄井孝彦君） ４０ページの介護予防・生活支援サービス事業で、訪問介護の件数が

減ったということで、減少したという説明がありましたけれども、高齢者が増えている中で、

対象者が減ったということなのでしょうか。その辺のもう少し詳しい理由を教えてください。 

○議長（勝野富男君） 答弁を求めます。 

   介護保険係長。 

○介護保険係長（大塚裕明君） ４０ページの介護予防・生活支援サービス事業費につきまして

は、国のほうから交付の基準が設定されておりまして、高齢者の伸び率に前年度の実績を掛

けたものとして上限が設定されます。そこの中での上限が設定されて、その中で事業を行っ

ていくわけですが、今回設定した上限は、先ほどの補正予算でも説明させていただいた中で、

上限よりも補正を減額するような形で推移をしていますので、全体として予算計上額は減額

となっておりますが、事業費としては十分なものが確保されているような状況になっており

ます。 

○議長（勝野富男君） 他に。 

   お諮りいたします。 

この辺で質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

   ただ今、議題となっております議案第１１号は、福祉常任委員会に付託いたします。 

   次に議案第１２号「平成３１年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計予算」

を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第１２号「平成３１年度北アルプス

広域連合平日夜間救急医療事業特別会計予算」について、提案理由の説明を申し上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額を１，６７０万３千円とするものでございま

す。 
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４ページの歳入歳出予算事項別明細書、最下段をご覧ください。 

新年度は、前年度比で２万３千円、０．１パーセントの増となっております。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１衛生使用料３９０万円は、診療使用料で診療日数は２９０日、患者数は

年間５００人、診療１日当たり１．７人を見込んでおります。款２、項１、目１市町村負担

金は、１，１８０万円でございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１、項１、目１診療管理費１，６２５万３千円は、節１報酬は医師の報酬、節４共済費、

節７賃金は看護師、医療事務員の労災保険料及び賃金８名分であり、節９旅費は医師の費用

弁償となっており、これら医療関係者の人件費が診療管理費の約８０パーセントとなってお

ります。節１１需用費の主なものは医薬材料費であり、節１３委託料は保険請求事務機器及

びソフトの保守委託料、節１４使用料及び賃借料はレセプトコンピュータのリース料などが

主なものでございます。節１９負担金補助及び交付金は「フレンド・プラザ大町」内を借用

して開設しており夜間警備保障業務と光熱水費については大町市への負担金でございます。

款２予備費は４５万円を計上しております。 

１２ページは給与費明細書、１３ページは市町村負担金一覧でございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のうえ、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   ただ今、議題となっております議案第１２号は、総務常任委員会に付託いたします。 

   次に、議案第１３号「平成３１年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計予算」

を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

   事務局長。 

〔事務局長（上野法之君）登壇〕 

○事務局長（上野法之君） ただいま議題となりました議案第１３号「平成３１年度北アルプス

広域連合老人福祉施設等事業特別会計予算」について、提案理由の説明を申し上げます。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額を２億２７５万４千円とするものでございま

す。 

４ページの歳入歳出予算事項別明細書をご覧ください。 

新年度予算は、前年度比１３万１千円、０．１パーセントの減となっております。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１、項１、目１鹿島荘負担金１億５，７０１万円は、市町村からの鹿島荘の運営費、改

築事業に係わる連合債の償還分と、鹿島荘の事業収入となる生活短期宿泊事業、老人保護措

置費に係る負担金でございます。款２、項１、目１ひだまりの家収入２，４８４万４千円は、

ひだまりの家の入所者９人分の介護保険給付分、目２ひだまりの家施設利用収入１，０７８

万９千円は、介護保険の自己負担分、施設利用料、光熱水費、燃料代、食材料費でございま

す。款４、項１、目１鹿島荘繰越金５５０万円、目２ひだまりの家繰越金４００万円は、前

年度からの繰越金でございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 
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款１、項１、目１管理費１億７４４万８千円は、人件費では、嘱託職員、嘱託医師、職員

９名、臨時職員１１名分でございます。節１３委託料は、清掃業務委託料、給食調理補助業

務委託料、消防設備点検委託料などでございます。節１８備品購入費では、厨房で使用して

いる食材の加熱調理のためのスチームコンベクションオーブンを更新するものでございます。 

１２ページ、１３ページをご覧ください。 

目２生活費３，８０６万５千円は、入所者５０人と生活短期宿泊事業入所者の日常生活に

係る経費でございます。主なものは、節１１需用費では、介護が必要な入所者が増加してお

りオムツ等の消耗品費、燃料費の灯油代、光熱水費の電気料などや賄材料費でございます。

節１２役務費の手数料では、入所者の健康診断、シーツなどの洗濯手数料、節１４使用料及

び賃借料は、通信カラオケ使用料ほかで、通信カラオケの転倒防止体操、口腔機能向上体操

など入所者の機能強化を図っているものでございます。節２０扶助費は、入院患者の日用品

のほか介護保険サービス利用に係る費用などでございます。項２、目１ひだまりの家管理費

３，９２６万６千円は、人件費では、職員１名分と、所長と事務員の人件費の按分分と臨時

職員９名分でございます。その他入所者９人分の日常生活費、施設の維持管理経費で、主な

ものは、節１１需用費の燃料費、光熱水費、１５ページの賄材料費でございます。款２、項

１鹿島荘公債費１，４７８万１千円は鹿島荘改築事業の２４年度事業の償還でございます。

款３予備費は３１９万４千円としております。 

１６ページからは給与費明細書、２１ページは市町村負担金一覧表でございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議のうえご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 説明が終わりました。本案についてご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   ただ今、議題となっております議案第１３号は、福祉常任委員会に付託いたします。 

   以上をもちまして、本日の日程は終了いたしました。 

   本日は、これにて散会いたします。大変ご苦労様でした。 

 

散会 午後 １時５３分 
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北アルプス広域連合 平成３１年２月定例会会議録（２日目） 

 

平成３１年 ２月１４日 

開会 午前１０時００分 

 

○議長（勝野富男君） おはようございます。ただいまから平成３１年北アルプス広域連合議会

２月定例会、本日の会議を開きます。 

本日の出席議員は、１７名であります。 

   よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

   なお、欠席、遅参等については、事務局長に報告いたさせます。 

   事務局長。 

○事務局長（上野法之君） 報告いたします。１１番平林寛也議員が所用のため本日欠席との届

出が出されております。以上でございます。 

○議長（勝野富男君） 続いて、理事者等の欠席、遅参等については事務局長の報告を求めます。 

事務局長。 

○事務局長（上野法之君） 報告いたします。正副連合長は全員出席をしております。以上でご

ざいます。 

 

日程第１「常任委員会委員長審査報告・質疑・討論・採決」 

○議長（勝野富男君） 日程第１「常任委員会委員長審査報告・質疑・討論・採決」を行います。 

   はじめに、議案第１号について、総務委員長の報告を求めます。 

   総務委員長。 

〔総務委員長（北澤禎二郎君）登壇〕 

○総務委員長（北澤禎二郎君） 総務常任委員会に付託されました議案第１号「北アルプス広域

連合火災予防条例の一部を改正する条例制定について」審査の概要を報告いたします。 

審査中、委員から、違反対象物の公表はどのような段階を踏んで公表に至るのかとの質疑

があり、行政側より、違反防火対象物の公表については、２０２０年４月１日以降、防火対

象物の立ち入り検査を実施し、本条例に定められた設備の設置について違反が認められたも

のについて、北アルプス広域消防本部ホームページへの掲載により公表を行うとの答弁があ

りました。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。以上で報

告を終わります。 

○議長（勝野富男君） 総務委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

   総務委員長の報告に対して、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   討論はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   討論なしと認めます。 
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   これより採決を行います。 

   議案第１号を総務委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、議案第１号「北アルプス広域連合火災予防条例の一部を改正する条例制定につい

て」は、委員長報告のとおり可決されました。 

   次に、議案第２号について、福祉委員長の報告を求めます。 

   福祉委員長。 

〔福祉委員長（猪股充拡君）登壇〕 

○福祉委員長（猪股充拡君） おはようございます。福祉常任委員会委員長猪股です。お願いし

ます。 

当委員会に付託されました議案第２号「北アルプス広域連合介護保険条例の一部を改正す

る条例制定について」審査の概要を報告いたします。 

   審査中、委員より、要介護認定における更新申請のうち、状態安定者の有効期間を３６ヶ

月に期間延長するが、問題ないかとの質疑があり、行政側から状態安定を見込んでの認定と

なるが、状態が不安定になった場合には変更申請が可能との説明がありました。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。以上です。 

○議長（勝野富男君） 福祉委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

   福祉委員長の報告に対して、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   討論はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   討論なしと認めます。 

   これより採決を行います。 

   議案第２号を福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、議案第２号「北アルプス広域連合介護保険条例の一部を改正する条例制定につい

て」は、委員長報告のとおり可決されました。 

   次に、議案第３号及び議案第６号について、総務委員長の報告を求めます。 

   総務委員長。 

〔総務委員長（北澤禎二郎君）登壇〕 

○総務委員長（北澤禎二郎君） 議案第３号「平成３０年度北アルプス広域連合一般会計補正予

算（第５号）」について審査の概要を報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に、議案第６号「平成３０年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計補正

予算（第２号）」について審査の概要を報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。以上で報
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告を終わります。 

○議長（勝野富男君） 総務委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

   はじめに、議案第３号について、総務委員長に対して、ご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   次に、議案第６号について、総務委員長に対して、ご質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   議案第３号及び議案第６号について、討論はありませんか。 

 討論はありませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

はじめに議案第３号を総務委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、議案第３号「平成３０年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第５号）」は、

総務委員長報告のとおり可決されました。 

   次に、議案第６号を総務委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、議案第６号「平成３０年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計補

正予算（第２号）」は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

   次に、議案第４号、議案第５号及び議案第７号について、福祉委員長の報告を求めます。 

   福祉委員長。 

〔福祉委員長（猪股充拡君）登壇〕 

○福祉委員長（猪股充拡君） 当委員会に付託されました議案第４号、議案第５号及び議案第７

号について順次報告いたします。 

はじめに、議案第４号「平成３０年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計

補正予算（第４号）」について審査の概要を報告いたします。 

審査中、委員より、介護療養費収入のうち、通所リハビリテーション収入の減額理由につ

いての質疑があり、行政側から通所リハビリテーションの定員は１日２４人であるが、４月

から８月までの利用者は２２人前後で推移するも、秋から冬にかけての入院やインフルエン

ザなどの影響で、利用者が減少したとの説明がありました。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に議案第５号「平成３０年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第４

号）」について審査の概要を報告いたします。 
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審査中、委員より、介護保険料の特別徴収の人数と変更の要因は何かとの質疑があり、行

政側から、本年度の当初予算の積算人数は２万５００人で、変更の要因は所得段階人数の変

更であると説明がありました。また、保険者機能強化推進交付金の交付基準はどのようなも

のかとの質疑があり、行政側から、保険者機能の強化体制の構築、自立支援、重度化防止に

係る施策の推進、介護保険運営の安定化に係る施策の３分野６１項目について評価されると

の説明がありました。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に議案第７号「平成３０年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算

（第４号）」について審査の概要を報告いたします。 

審査中、委員より、賄材料費の減額理由について質疑があり、行政側から、予算に対して

比較的安価な生鮮食品の購入ができたことから、不用額を減額したとの説明がありました。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。以上で報

告を終わります。 

○議長（勝野富男君） 福祉委員長の報告が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   はじめに、議案第４号について、福祉委員長に対して、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   次に、議案第５号について、福祉委員長に対して、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   次に、議案第７号について、福祉委員長に対して、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   議案第４号、議案第５号及び議案第７号について、討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

   はじめに、議案第４号について、福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の

方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、議案第４号「平成３０年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補

正予算（第４号）」は福祉委員長報告のとおり可決されました。 

   次に、議案第５号について、福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の

挙手を求めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、議案第５号「平成３０年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

４号）」は福祉委員長報告のとおり可決されました。 
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   次に、議案第７号について、福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の

挙手を求めます。 

（挙手全員） 

   挙手全員であります。 

   よって、議案第７号「平成３０年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正

予算（第４号）」は、福祉委員長報告のとおり可決されました。 

   次に、議案第８号について、各委員長の報告を求めます。 

   はじめに、総務委員長の報告を求めます。 

総務委員長。 

〔総務委員長（北澤禎二郎君）登壇〕 

○総務委員長（北澤禎二郎君） 議案第８号「平成３１年度北アルプス広域連合一般会計予算」

のうち、当委員会に付託されました部分について審査の概要を報告いたします。 

審査中、委員から、常備消防費のうち、女性専用室等整備改修工事の内容について質疑が

あり、行政側から、女性専用室の整備として仮眠室、シャワー室、更衣室兼休憩室、洗面室

及びトイレの整備が主なもので、それらの施設を、既存の建物内に設置することになるため、

建物内の機能移動を伴う整備になるとの答弁がありました。 

また、高機能指令システム部分更新と、今後の更新予定について質疑があり、行政側から、

当該指令システムは２４時間３６５日無停止が要求されており、信頼性の高いサーバーや端

末コンピュータで構成されているが、５年を経過すると電源や冷却装置、さらにハードディ

スクなどの主要部品が設計寿命を迎えるため、これらのパーツを含む機器や装置について部

分更新を行い、設備の長寿命化を図るが５年後には全部更新を予定しているとの答弁があり

ました。 

当委員会では慎重審査の結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。以上で報

告を終わります。 

○議長（勝野富男君） 次に、福祉委員長の報告を求めます。 

   福祉委員長。 

〔福祉委員長（猪股充拡君）登壇〕 

○福祉委員長（猪股充拡君） 議案第８号「平成３１年度北アルプス広域連合一般会計予算」の

うち、当委員会に付託された部分につきまして審査の概要を報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。以上で報

告を終わります。 

○議長（勝野富男君） 各委員長の報告が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   議案第８号について、まず、総務委員長に対して、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   次に、福祉委員長に対して、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   討論はありませんか。 
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   大和幸久議員。賛成ですか、反対ですか。（一般会計反対討論） 

〔４番（大和幸久君）登壇〕 

○４番（大和幸久君） 議案第８号「平成３１年度北アルプス広域連合一般会計予算」に反対の

討論を行います。 

   ３１年度一般会計予算に反対する主な理由の１点目は、本予算で執行されている大町市平

源汲地区に建設されたごみ焼却場の運営に基本的に賛同できないからであります。本年度予

算では、地域住民の環境汚染の心配に対して、その安全性を証明するための環境測定業務委

託料１，４７５万９千円が予算化されております。 

もともと大町市民の重要な飲料水源である矢沢水源がすぐ近くにあるところへの焼却場建

設には、基本的に無理があるもので、住民に対する安全性の確保の上からは、避けなければ

ならない立地であります。焼却場建設前の環境仕様と、稼働後の環境測定値を公表し説明を

する上でも、信頼性の高い環境測定業務が求められております。本予算執行が厳正に実行さ

れ、その検証をした上で評価できるものであり、執行前の現段階では、確信的な賛成ができ

ないことを改めて表明し、その意味での反対の立場での表明をしておきたいと思います。 

   ２点目は、広域連合職員のプロパー化の課題についてです。本議会でこのプロパー化につ

いて、概ね６年を目途に実現する計画で進める旨の答弁がありました。初めて目標年限を定

めた説明があり、この点については評価するものであります。最終的には、プロパー職員の

事務局長の就任の下で、大北地域住民の福祉の充実に向けた質の高い、地方自治体行政が執

行される日が１日も早く実現されることを期待しているところであります。 

   現状では計画の実行過程であり、今後の取り組みの推移を検証しなければその評価はでき

ないものであります。その意味において、確信的な賛同はできないことから、とりあえず反

対の立場を表明しておくものあります。 

   以上２点、本予算反対の理由を述べて、討論を終わりたいと思います。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。 

   佐藤浩樹議員。賛成ですか、反対ですか。（議案第８号賛成） 

〔３番（佐藤浩樹君）登壇〕 

○３番（佐藤浩樹君） 議案第８号「平成３１年度北アルプス広域連合一般会計予算」について、

私は賛成する立場から討論いたします。 

一般会計の主なものは、ごみ処理広域化による一般廃棄物処理施設の適切かつ安全な運営、

消防救急体制の迅速・確実な活動の実施、葬祭場の運営に係る経費など圏域住民の安心、安

全な生活を確保するための事業予算であります。他にも、総務費では北アルプス市町村会館

の管理に関する経費、市町村と広域連合の情報処理システムの共同利用。保健衛生費では当

番医や病院群輪番制事業等、地域の医療基盤に関する経費など、いずれも圏域住民にとって

必要不可欠なものばかりであります。 

本予算を可決のうえ事業推進を図ることこそが住民福祉につながるものと確信いたします。

このことから、平成３１年度一般会計予算は、可決すべきものと判断いたします。 

以上、賛成討論とさせていただきます。皆様のご賛同をいただきますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。 

お諮りいたします。 
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この辺で討論を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

よって、討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

   議案第８号を各委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の起立を求めます。 

（起立多数） 

   起立多数であります。 

   よって、議案第８号「平成３１年度北アルプス広域連合一般会計予算」は、各委員長報告

のとおり可決されました。 

   次に、議案第９号及び議案第１２号について、総務委員長の報告を求めます。 

   総務委員長。 

〔総務委員長（北澤禎二郎君）登壇〕 

○総務委員長（北澤禎二郎君） 当委員会に付託されました議案につきまして、審査の概要を順

次報告いたします。 

はじめに、議案第９号「平成３１年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計

予算」について審査の概要を報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に、議案第１２号「平成３１年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計予

算」について審査の概要を報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（勝野富男君） 総務委員長の報告が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   総務委員長に対して、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

   まず、議案第９号を総務委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の起立を求

めます。 

（起立全員） 

   起立全員であります。 

   よって、議案第９号「平成３１年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計予

算」は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

   次に、議案第１２号を総務委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の起立を

求めます。 

（起立全員） 
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   起立全員であります。 

   よって、議案第１２号「平成３１年度北アルプス広域連合平日夜間救急医療事業特別会計

予算」は、総務委員長報告のとおり可決されました。 

   次に、議案第１０号、議案第１１号及び議案第１３号について、福祉委員長の報告を求め

ます。 

   福祉委員長。 

〔福祉委員長（猪股充拡君）登壇〕 

○福祉委員長（猪股充拡君） 当委員会に付託されました議案第１０号、議案第１１号及び議案

第１３号について順次報告いたします。 

はじめに、議案第１０号「平成３１年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会

計予算」について審査の概要を報告いたします。 

審査中、委員より、現在の虹の家の職員のモチベーションはどうかとの質疑があり、行政

側から、職員会議やチーム会などでのサービスの質の向上についての検討や、サービス提供

について意欲的に取り組んでいる状況であるとの説明がありました。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

続きまして議案第１１号「平成３１年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計予算」

について審査の概要を報告いたします。 

審査中、委員より、地域支援事業費の内、生活支援体制整備費の１，０５１万８千円は、

買い物サポート事業費なのかとの質疑があり、行政側から、買い物サポート事業を含む生活

支援体制整備を行う事業費であるとの説明がありました。 

また、買い物サポート事業の市町村別の登録者の状況について質疑があり、行政側から、

先月時点で、大町市５１名、池田町１０名、松川村３０名、白馬村１１名、小谷村５名の計

１０７名であるとの説明がありました。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

続きまして議案第１３号「平成３１年度老人福祉施設等事業特別会計予算」について審査

の概要を報告いたします。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で報告を終わります。 

○議長（勝野富男君） 福祉委員長の報告が終わりました。 

   これより質疑に入ります。 

   福祉委員長に対して、質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

   討論はありませんか。 

   大和幸久議員。議案第何号ですか。（議案第１０号反対） 

〔４番（大和幸久君）登壇〕 

○４番（大和幸久君） 議案第１０号「平成３１年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業

特別会計予算」について、反対の討論を行います。 

   一昨年の一部幹部職員らによる異常な虹の家運営問題発生以来、その改善に尽力し、正常

な運営に向けて、日々懸命な努力をされている職員はじめ関係者の皆様に対して心から敬意
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を表するものであります。しかしながら、平成３０年度の実績や平成３１年度の予算編成を

見ても、従前の問題点の解決にはまだほど遠い状態ではないかと危惧するところであります。 

   最大の問題点は、市立大町総合病院との在り方の調整が未だに完了しておらず、誰が責任

を持つのか、誰に決定権限があるのかなどの問題解決のための組織体制の確立が曖昧のまま

であり、施設利用者のために職員が一丸となって取り組む体制作りが、遅々として進まない

状態にあるのではないかという点を指摘せざるを得ません。 

昨年実施された、長野県の監査の指摘事項を見ても、多くの基本的な問題点が山積みして

いることは明らかです。この解決のためには、大町総合病院の開設者であり且つ北アルプス

広域連合長であり、その最高権限を持っている牛越徹氏がその指導性を発揮し、管理監督責

任を果たし、課題解決に向けて一層の努力が求められていることを指摘しておきたいと思い

ます。必要であれば適切な幹部職員に特命的な権限を与えて、当面の課題解決にあてさせる

などの抜本的な対策を実施すべきであることを提案するものであります。 

長野県の監査担当者が最後に、「今日は様々厳しいことを指摘してきましたが、それは大北

地区唯一の公立老健としての地域のフラッグシップとなり、模範的な施設になってほしいと

いう想いがあればこそである。今後とも努力を続けていってほしい。」と結んでおります。虹

の家設立時の初心、理念に立ち返り、利用者のために職員一丸となって取り組んでいた、問

題が起きる以前の虹の家の運営を１日も早く取り戻すことが、広域連合の使命であり、未だ

その道半ばであることを指摘して、反対討論といたします。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。 

お諮りいたします。 

この辺で討論を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

   ご異議なしと認めます。 

よって、討論を終結いたします。 

これより採決を行います。 

   議案第１０号を福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（起立多数） 

   起立多数であります。 

   よって、議案第１０号「平成３１年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計

予算」は、福祉委員長報告のとおり可決されました。 

   次に、議案第１１号を福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の起立を

求めます。 

○４番（大和幸久君） 議長。議案第１１号反対討論。 

○議長（勝野富男君） それでは、議案第１１号反対討論を許します。 

〔４番（大和幸久君）登壇〕 

○４番（大和幸久君） 議案第１１号「平成３１年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計

予算」に反対の立場から討論を行います。 

   本予算に反対する主な理由は、平成３１年度予算に組まれている、低所得者住民税非課税

世帯の保険料軽減対策予算の財源構成に反対であるからであります。その理由は、この保険
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料軽減対策の財源を、安倍政権が今年１０月から１０パーセントに引き上げるとしている消

費税を財源としていることであります。そもそもこの消費税は、数多くある課税制度の中で

も、逆進性が最も高い税制度であり、低所得者ほどその負担率が高いことがこの税制の最大

の問題点であることを導入当初から指摘されているところであります。 

   今回の保険料軽減対策も低所得者対策でありながら、その低所得者から最も高い税負担を

課し、それを財源として配分しているのでは、低所得者対策とは言えなくなるのではないで

しょうか。この仕組みについて、以上の理由から反対せざるを得ません。１９８９年の消費

税導入後、これまで徴収されてきた消費税額は、約３４９兆円に上ります。一方、同時期に

法人税減税によって減額されてきた税額は、約２８０兆円であり、これまで徴収されてきた

消費税の約８割が法人税減税に消えていることになります。安倍政権は消費税を５パーセン

トから８パーセントに増税する一方で、法人税を２０１２年の３７パーセントから２０１６

年の２９．９７パーセントに税率を引き下げ、約４兆円も減税をしてきております。 

   一方、アベノミクスの６年間で労働者の実質賃金は、年間１６万円も目減りし、実質家計

賃金は２２万円も落ち込み、格差と貧困は広がるばかりのところへ１０パーセントの消費税

増税は、大北地域に暮らす住民の経済や暮らしをどん底に落とし込んでしまいます。財源は、

消費税引き上げに求めるのではなく、アベノミクスで株価が２倍に跳ね上がり、円安差益や

大企業減税で４２５兆円もの巨大な内部留保や利益を積み上げている、大企業や富裕層に応

分の負担を求め、これを低所得者保険料低減対策に充てることこそ求められているのではな

いでしょうか。不況にあえいでいる大北地域住民の声を代表して、地方自治体の首長という

立場から、国にその是正を強く求める声を上げていただくことを強く要請し、反対討論とい

たします。 

○議長（勝野富男君） 他にありませんか。 

   二條孝夫議員。賛成ですか、反対ですか。（議案第１１号賛成） 

〔６番（二條孝夫君）登壇〕 

○６番（二條孝夫君） 議案第１１号「平成３１年度介護保険事業特別会計予算」について、私

は賛成の立場から討論をいたします。 

来年度は第７期介護保険事業計画の２年目であります。急激に進む高齢化の影響により、

制度開始から１９年で高齢者の生活を取り巻く環境は大きく変化しており、要介護認定者は、

およそ２倍、保険給付費は２．９倍まで膨らんでいます。人の老いと介護されることは誰も

が通る道であります。故に、社会全体で介護保険制度を支えていかなければなりません。 

一方で、日常生活において、支援や介護を必要とする方は、年々増加しており、介護サー

ビスの需要も増大しております。介護保険制度並びに介護予防・日常生活支援総合事業は、

利用者と家族にはなくてはならない制度です。また、低所得者の介護保険料軽減の拡大措置

に係る予算も計上されており、介護保険事業特別会計予算は、可決すべきものと判断いたし

ます。高齢者が安心して暮らし続けることが出来る取り組みを充実させていくことを願い、

賛成討論といたします。ご賛同の程よろしくお願い申し上げます。 

○議長（勝野富男君） 議案第１１号について、他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

   討論なしと認めます。 

   議案第１３号について、討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

   討論なしと認めます。 

   議案第１１号及び議案第１３号について、採決を行います。 

議案第１１号を福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（起立多数） 

   起立多数であります。 

   よって、議案第１１号「平成３１年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計予算」は、

福祉委員長報告のとおり可決されました。 

   次に、議案第１３号を福祉委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の起立を

求めます。 

（起立全員） 

   起立全員であります。 

   よって、議案第１３号「平成３１年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計予

算」は、福祉委員長報告のとおり可決されました。 

   以上で、本２月定例会に付議されました案件は、すべて終了いたしました。 

   ここで、広域連合長のあいさつを受けることといたします。 

   広域連合長。 

〔広域連合長（牛越徹君）登壇〕 

○広域連合長（牛越徹君） ２月定例会の閉会にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

議員各位には、昨日、本日と２日間にわたり、本会議及び常任委員会を通じ慎重なご審議

をいただき、ご議決を賜りましたことに、厚く御礼申し上げます。 

本日、議決いただきました本年度補正予算並びに新年度予算など各案件につきましては、

適切かつ効果的な執行に努めますとともに、生活環境や住民福祉の向上を図り、地域づくり

の推進に全力を傾注してまいる所存でございます。 

さて、開会あいさつでも申し上げましたが、広域連合の施策目標や事務事業の方針を具体

的に示す広域連合広域計画は、平成３１年度をもって５か年の計画期間が終了を迎えますこ

とから、新年度には、新たな計画の策定作業に着手することとしております。この広域計画

は、地方自治法の規定に基づくもので、圏域市町村の基本構想や法令に基づく様々な計画等

との調整を図ることが必要であり、市町村及び関係機関と密接な協議を重ね進めることとい

たします。北アルプス圏域の将来を見据えた的確な計画を策定することが大きなテーマであ

り、全力で取り組んでまいります。 

広域連合におきましては、今後も連合規約に基づく広域事務、事業の円滑な遂行を通じて、

広域的な課題の解決に努めますとともに、引き続き市町村間の調整役としての役割を十分に

果たすため、連携自立圏としての広域連携事業につきまして、適切な評価、検証を踏まえつ

つ、今後のさらなる展開に向けて圏域市町村と協議を進めてまいります。 

各市町村では、間もなく市町村議会３月定例会が始まり、議員各位におかれましては、お

忙しい日々が続くことと存じます。どうぞご自愛いただき、市町村の振興発展のため一層ご

尽力いただきますようご祈念申し上げまして、閉会のごあいさつといたします。 

誠にありがとうございました。 



̶49̶ 
 
 
 

○議長（勝野富男君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。議員各位には、公務ご

多忙のところご出席いただきまして、厚く御礼申し上げます。 

   これにて、平成３１年北アルプス広域連合議会２月定例会を閉会といたします。 

   大変ご苦労さまでした。 

閉会  午前 １０時４３分 
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